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G.リ ュ ー メ リ ンの 社 会 統 計 論

長 屋 政 勝

は じ め に

19世紀前半のドイツにおいて,領 邦国家それぞれの近代化 ・国内改革の一環

に合理的な行財政体制の確立と運営が くみ込まれ,そ のための基礎資料獲得を

目的にして始動するのが社会経済統計の作成 ・利用である。1848年 の三月革命

はこの動 きに拍車をかけ,当 該地域の国家にとり激動する社会経済に関する組

織的観察活動 ・統計調査活動が不可欠の内政業務 とされ,国 家行財政に必須の

構成部分と成ってゆく。 ドイツ各地において,公 的調査機関の設立 と統計資料

の質量の拡充が始まる。これを受けて,.統計が写 し出す対象の特異性,統 計を

獲得 ・利用するに際しての手続様式の性格,そ の分析結果の意味,こ ういつた

問題についての理論的考察が惹起される。19世 紀60年 代以降の社会統計理論の

構成である。

本稿はこの60年代以降の ドイツ社会統計理論構成にあ6て,い ち早 く統計の.

対象 と方法に関する理論的方法論的検討に着手し,社 会科学としての統計学の

独 自性解明に努めたG,リ ューメリンの統計理論をとり挙げ,そ の見解の特徴

と意義 ・役割を吟味 し,ド イツ社会統計学確立期にみられた基本的理論傾向を

究明することを目的にする。リューメリンはケ トレー理論のもつ機械的決定論

が社.会理論にはなじまないことを看取し,社 会物理学ではなく,社 会心理学の

上に社会統計学を構築すべ しとし,そ の中で統計学固有の対象規定 と方法論理

の解明に当たった。.その見解は社会統計学の論理学派,あ るいは認識論派 と後

によばれる特徴的性格をもち,ド イツ社会統計学の形成要因を析出し関連づけ,
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その理論的個性を理解するための恰好の検討素材を提供する。なおかつ,統 計

学の社会科学としての存在意義 ・価値,有 効性を問い直すに際 して,必 ず立ち

戻 って検討 しなくてはならない基本的論点を提示している。

1リ ュ ー メ リン とヴ ュル テ ンベ ル ク統 計 地誌 局

1.グ ス タ フ ・ リ ュ ー メ リ ン(GustavRUmelin,1815-89年)の 統 計 研 究 者 と.

し て の 活 動 は そ の 後 半 生,す な わ ち1861年 ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 王 国 統 計 地 誌 局

(dasstati呂tisch-top⑪graphischeBureau)の 局.長 就 任 以 来 の こ と に 限 ら れ る 。

そ れ 以 前 の 経 歴 の 概 略 を た ど る と 以 下 の よ う に な るD。

1815年3月26日,ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 王 国 ラ ー フ ェ ン ス ブ ル ク 生 ま れ 。 ハ イ ル

ブ ロ ン の 小 学 校 を 経 て,28年,.シ 土 ン タ ー ル 神 学 校 に 入 学 。32年,テ ユ ー ビ ン

ゲ.ン 大 学 に 進 学 。36年 秋,同 大 学 神 学 部 卒 業 試 験 に 合 格 。37年,論 文 「モ ー ゼ

の 立 法 課 題 の 道 徳 的 内 容 に つ い て 」 に 牢 り哲 学 博 士 。 こ れ ま で は 主 に,古 典,

歴 史,哲 学,神 学 と い っ た 人 文 科 学 を 軸 に し た 修 業 で あ り,社 会 科 学 と は ほ"

無 縁 で あ っ た 。 従 い,卒 業 後 の 職 業 も牧 師,さ ら に は 各 地 の ラ テ ン 語 学 校 や ギ

ム.ナ ジ ウ ム 教 師 で あ り,こ れ を36-45年 に わ た り務 め て い る 。 こ の 間 の 関 心 も

学 校 教 育 行 政 や 神 学 教 育 の あ り 方 に お か れ て い る 。 しか し,40年 代 後 半,ド イ

ツ 統 一 問 題 や プ ロ イ セ ン 憲 法 問 題 等 を め ぐ る 政 治 的 興 奮 状 態 の 中 で,徐 々 に 政

治 や 民 族 問 題 へ 関 心 を傾 け て い っ た 。45年8月 以 降 は ニ ュ ル テ ィ ン.ゲ ン の ラ テ.

1)以 下,リ ュー メリンの活動 の概 略は次 の文献 による。G.Schmol【er,GustavR㎞elin,5`ゐ 脚oA

たメ∫」此ゐrルμごムノ渋rG邸`言τκε'ノ,4π片 脇ア㎝ 髭面ηκM,謬ゴ3'α加∫εど劇Bd.31,1907,S、1469..526.Ch、Sig一

,wart,GedachtnisredeaufGustavRUm曲n,Red,.andAJ,.te,,Fg.3,FreiburBi.B.u.Leipzig,

1894,S.i.xx.こ れ らはいずれ も,松 井要 占訳 『社会法則論」 桃1[1,1970年,に 邦訳 されてい る。

前者は,そ の姉 が リューメ リンの妻で義理 の兄弟関係にあ った シュモ ラーによる克明 な リューメ

リン伝 とな ってい る。E.Blεnck,GusヒavvDnR㎞ehn,Z配5c加 げ}ゐ5距伽 卍g'励声御μ∬'∫`加η5絃.

.翻5∫ガ5`勧～βにプ8α婿Bd、29,1889,S.282.4.W、Lexis,Gust.,vonRG【neli1㌧B配 ご擁 η読 〃 肘f雌

InternationaldeStaadstiq.GTりmeIV,2.Liv.,1890,pp,296-8.M.RUmehn,Gロ ∫`岬R詑珊ε'亀

Erin'卍餌 η望掴 〃耀f'励 ハ 伽卿,Tub孟ngen,1927.ま た,簡 単 な辞典項 目としての りュー メリンの

紹介には次の ものが ある。C.Meit㈹ 【,R睦mεHn,Gustavvon,温7,zぬ.伽 ε7・餓 ゐ48r5鵡 α,5伽∫贈 爵

ぬ ψ επ.3.Aufl.,Bd,7,1911,S.168-9.E.Castelot,RUmelin,Gu5t且vvlln(1815-

1889),f勧 伽 鯉kD鏡 ゴ伽鰐 ρプんZ臨f4'E`θ η9吻蕩Vol.3,1918,P.333.R.MBerwarth,Ru皿d瓜

{}u5t鼠v(1815-88),Eη くyじ'の㏄d'"げ'々8飾dα ど&ガの卍`亀VDL13,1963,p、466、
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.ン語 学 校 校 長 の職 に あ った 。

リュー メ リ ン の 生 涯 の 転 換 は,48年5月 フ ラ ン ク フ ル ト国 民 議 会 に,

Nnrtingen-Kirchenheim選 挙 区 か ら議 員 と して選 出 され た こ とに あ る。 国 民 議

会 で の その 立 場 は 中央 党(Zentrum)に 属 し,オ ー ス ト リア を排 除 した プ ロ イ

セ ン主 軸 の 国家 統 一 を 構 想 し,「 狭 域 の ドイ ツ連 邦 国 家 に あ って は,… プ ロ イ

セ ン王 を ドイ ツの 世襲 王 と したい 」3》とす る小 ドイ ツ統 一 派 の急 先 鋒 の ひ と りで

あ り,南 ドイツ 人 と して そ の 旨 を最 も早 くに,か つ 明 白に.表明 した人 物 とされ

る。 政 治 家 と して の りュ ー メ リンが 世の 人 々の 汰 日を あ び る こ とに な る。49年

4月,帝 冠 を フ リー ドリ ヒ ・ヴ ィルヘ ル ムW世 に献 上 す べ く,そ の30余 名 か ら

成 る使 節 団 の ひ と りに選 ばれ ポ ッ.ダム に赴 く。 しか し,拒 絶 に会 い,あ え な く

退 散 。 国民 議 会 が シ ュ トウ ッ トガ ル 、トに移 る前 の5.月24日,議 員 を辞 職,し ば

ら く して 旧 識 に復 帰 す る。49年12月,ハ イ ル ブ ロ ンの ギ ムナ ジウ ム の教 師 に就

く。

1850年,高 等 学校 教 員層 に お け る人 文 教 育 の あ り方 に 関す る評 議 の た め首 都

に向 か う。52年 に は 文部 省 参 事 官 に就 任,ヴ ュ ル テ ンベ ル ク王 国 の行 政 にか ・

わ りを もつ よ うに な る。56年 に は枢 密 顧 問 官 に な り,文 部省 か ら法 務 省 の管 轄

下 に 移 さ れ た ば か りの 同 国 の 教 会 ・学 校 制 度 局.(DepartmentdesKirchen=

andSchu且wesens)の 長 に 就 く。.そこ にお い て は,国 民 学 校 改 革や 成 人 教 育 問

題 教 師 の待 遇 改 善 問題 に と り組 み,同 国 の 学 校 制 度 の 改善 に尽 力 す る。 しか

し..カ トリ ック教 会 と国 家権 力 の 関係 を法 制 化 す るす る とい う難 問題 処 理 の 中
コ ン レ　ル ダ　 ト

で,ロ ー マ 法 皇 庁 と ヴ ュ ル テ ンベ ル ク政 府 間 の 政教 条例 に 関 す る提 案 が 同 国

の プ ロ テス タ ン ト勢力 の反 撥 に会 い,下 院 で 否 決 され る とい う事 態 を ひ き起 こ

し,.そ の 責 任 を と り,61年4月5日 官 を辞 し,野 に 下 る こ とに な る。

2)こ の 言 葉4$1849年1月22日 の国 民 議 会 で の り ュー メ リ ンの 「統 治者 問題 」 に関 す る演 説 にあ る。

G.R血ndin.RedeUderR曾 孟ch5Qb町ha叩tsfr『ge,丑 ε伽 冴π4.4麟 塵隠ζFg.ユ.丁 種bjrlge」1、ユ875,S

177.7一 メ リ ンの 国 民 議 会 で の 活 動 に つ い て は.0.Schnizer,(訟 吻uR伽 確 η「5ρり癬 ご∫o勧

』4eεη,丁曲 面g叫1919,S.44ff.,に お い て,ま た,前 掲 の シ ュモ ラー の リュー メ リ ン伝 に よ って

知 る こ とが で きる。
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2.1861年5月,リ ュー メ リンは 空席 で あ った ヴ ュル テ ンベ ル ク王 国 統計 地誌

局 長 の 椅 子 に座 る 。 これ は 前 任 者v.ヘ ル デ ゲ ンが1850年 か ら61年3月 そ の死

去 まで 占 め てい た もの で あ る。 ヘ ル デ ゲ ン自身 が 大 蔵 官 僚 で あ り統 計 に 関 して

は素 人 で あ った よ うに,こ の統 計 地 誌 局 長 の席 は ど ち らか とい う と名 誉 職 的性

格 が 強 く,実 際 の 業務 指 導 は そ の 下 の専 門委 員 の 手 に まか さ れ て い た』 従 い,

議 会 を追 わ れ た リュー メ リ ンに とって.は恰 好 の 地 位 で あ った と思 わ れ る。 しか

し,リ ュー メ リン 自身 は この名 誉 職 的 地 位 に名 だ け を残 す こ とに 甘ず る こ とな

く,60年 代 以 降 の局 の発 展 に大 き く寄 与 す る こ とに な る 。

そ もそ も この統 計 地 誌 局 は1820年11月28日,シ ュ トウ ッ トガ ル.トに創 設 され

た,プ ロ イセ ン;バ イエ ル ンに次 い で ドイ ツで も古 い経 歴 を有 す る公 的調 査 機

関 で あ る3}。 土 地 測 量 作 業(1818年 開 始),1822年 設 立 の 「祖 国 情 報 協 会 」

〈VereinfurVaterlandskunde)と 並 ん で,国 内 の.地勢や 風 土,人Hや 社 会 経 済

の 現 状 知 悉 が そ の]的 で あ った 。 当 時 の 大 蔵 大 臣v.ヴ ェケ リ ンの発 案 に よ る

もので あ り,そ の後 の 上 述 ヘ ル デ ゲ ン もま た蔵 相 辞 職 後 に こ の職 に就 くとい う

こ とで,統 計 地 誌 局 は大 蔵 省 管 下 の 部 局 と して位 置 づ け られ て きた 。 局 の 実務

指 導 は 既述 の よ う に専 門委 員 に委 ね られ,こ の点 で1824-40年 の 長 きに わ た り

そ の任 に 当 た り,調 査 活 動 と公 刊 物 の 拡 充 に 尽 力 した 」.メ ミン ゲ ル の功 が 大

・きい と され て い る
。 そ の 活 動 に よ っ て,30年 代 以 降 の西 南 ドイ ツ にお け る資本

主 義 的 経 済 圏 の 自生 的展 開 が 局 の さ ま ざ ま な公 刊 物 の 中で た ゆ まず して写 し と

られ る こ と にな る。

50年 土 地 測 量 の 終 了,56年 祖 国情 報 協 会 の統 計 地 誌 局 へ の 併 合 。 そ れ以 降,.

統 計 蒐 集 と公 表 活動 が 局 の活 動 の主 軸 とな るの だ が,そ れ は 大 き く次 の2つ に

分 か れ る。

a)国 についての一般統計(allgemeineLandesstati)一 ⊥地 ,耕 地,人 口,農 耕

3)互870年 代 ま で の 統 計 地誌 局 の 活 動 に つ い て は,次 の文 献 を参 照 。v.Riecke,DieAufgabendes

kb・.・t・5[1・c』 ・・叩 ・9・叩h丘schenB・r・a鵬,職 厚勲 蝕 忽 ・・ゐ・踊 ・励 磁 プ滋.5・。・轍 　 〃 創4

心 μ々ηゴ"Jg、1972,S.i巨ff、

書
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と牧畜,営 業 と工業,商 業 と流通

b)行 政についての統計(admi【 丘s礎ativeStatistik)一特 に,内 務行政;司 法,教 会・

学校制度,国 家財 政

併 せ て,地 誌 関連 の 業 務 に は次 の ものが あ る。.

a)土 地測量 にもとづいて作成 された地形図 の仕上げ と複製

.b).王 国の郡区(Oberamtbezirk)分 図の完成

c)気 象観測の実施

60-70年 代,統 計 局 の主 た る 統 計 作 業 はや は り3年 ご との 定 期 的 人 口調 査,同

じ く3年 ご と の家 畜 調 査,ま た.下位 行 政 区(睾 郡)か らの 記 録 を総括 す る こ.と

に よ る毎 年 の 人 口移 動 と移 住 調査 で あ り.,さ ら に耕 作 ・収 穫 統 計,ぶ ど う栽

培 ・収 穫,穀 物 市 場 と羊 毛 市場 で の取 引,こ れ ら につ いて の 資料 蒐 集 と公 表 に

あ っ た。 不 定 期 なが ら,営 業 調査 が35年 以 降実 施 ・公 表 され て い る。 ち ょう ど

リ ェー メ リ ン就 任 の1861年 に最新 の 営業 調 査 が実 施 され,そ の 結 果 は,テ ユー

ビ ンゲ ン大 学 で の修 学 後,行 政 官 に 成 るべ く統 計 地 誌局 で 試 補 と して 実務 経 験

を つ ん で い たG.シ ュ モ ラー の 手 に よ っ て編 纂 ・加 工 さ れ る こ と に な っ た%

リ.ユー メ リ ン自 身 は これ ら諸 調 査,特 に人 口 調査 に深 くか ・わ る 中で,統 計調

査 法 ・統 計 方 法 と いわ れ る手 続 様 式 の 特 異性 に対 す る理 論 的考 察 を続 けて ゆ く。

さ て,人 口調 査 は リュ ー メ リ ンの 局 長 就任 時 ま さ に大 きな転 換 を迎 え よ う と

して い た 。 人1.1統計 そ.のもの は王 国 が 関 税 同 盟結 成 に 参加 した1834年 来,3年

ご とに定 期 公 表 さ れ て い る。 従 い,リ ュ ー メ リ ンの 局 長就 任 の6ユ年 に は第10回

目,続 い て64年 に は 第.11回 目,67年 に第12回 目の調 査 が 実施 さ れ た。 しか し,

この61年 以 降 の調.査は これ まで の調 査 と は根 本 的 な 違 い を も った もの とな る。

4)G,SchmoUer,Syst㎝atischeDamtdlu㎎derErgebnissederwlirtte皿bergischenGew肛beauf・

nahmεvon1861,慨 謀r`'㎝.b.Jb.,Jg.1862,さ ら に,G.SchlnoLkr,Zμr(而 ∫c海c融84βr4β 曜5読8π

K頗 η8脚8r加 珈1鼠 」`漉r勧 η4梛,能 面5薦`ゐ8配 ηぜ 舩2fσ照 の々oπo加 ∬ん8ひ 〃'硲 躍`ゐ郎η君θ払HaUe,

1870.後 者 に あ る献 辞 に ぽ,「 退 職 枢 密 顧 問 官,王 立 ヴ ュル テ ンベ ル ク統 計 地 誌 局長,テ ユ ー ビ ン

ゲ ン大 学 哲 学 ・統 計 学 講 師 た る わ が義.兄G.リ ュー メ リ ンに 愛 と感 謝.を こめ て 献 呈 す る」 と あ る。

23歳 下 の 義 弟 シ ュ モ ラー に小 ドイ ツ主 義 を教 え 込 み,か つ 学界 へ の 途 を 歩 む の に大 き く助 力 した

の が り ュー メ リ ンで あ っ た とされ る。
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とい うの は,.58年 以 前 の 調.査は 直接 調 査 で は な く,34,46,58年 の12年 間 隔 で.

聖 職 者 の 保 有 す る当 該 地 区 の 家 族 名 簿(Familienregistern〕 を もと に して,国

家 ・居 住 地 帰 属 者 総 数 を計 数す る もので あ り,市 民.名簿 か らの 業 務 統計 と して

作 成 ・公 表 され てい た 。 そ して,毎 年 の 出生 児 数 と死 亡 者 数,国 内 移 入 者 と国

外 移 出者,そ の 差 を計一ヒす る こ とに よ って3年 ご との 中 間 人 口 を推 計 して き た。

しか し,1861年.12月3日 の 第10回 人 口調 査 か らは,こ れ が 直接 調査 で,市 町村

当 局 に よ って.一軒 ご とに 世 帯 票 〔H臼ushaltungszette1)が 配 布 さ れ,被 調 査 者

の 責 任 にお い て記 入が な さ れ る現 住 人 ロ の調 査 とな った 。 い わ ば個 票 を用 い た

自計 主 義 を採 用 した とい う点 で 近 代 的 人 口セ ンサ ス が この 時点 か ら開始 した と

い え る わ け で あ る%64年 調 査 で は一 枚 の世 帯 調 査 票 に,ま ず 男 性 につ い て,

1}姓 名,2)年 齢,3)宗 派,14歳 以 上 の 者 の,4)家 庭状 態,5)身 分 と就 業 の5項

目,女 性 につ い て は1)か ら4>ま で は男 性 と同 じで,5)職 業 あ る い は生 業 分 野 を

記 入 す る よ うに な って い る6♪。 これ に,外 国 人 の 数 ・国籍,公 的扶 助 受 給 者 数

を書 き加 え,最 後 に記 入責 任 者 が 署 名 を 行 う。 人 日調 査 と して は最 も基.本的 な

項 目 が 盛 込 ま れ,そ れ が 個 票 を 用 い た 悉 皆 調 査 と し て 実 施 さ れ,当 時,

1,748,328人 の総 人 口 が 網 羅 され る こ と に な る 。 ま た,63年 に は 王 国 の 国状 概

要 が ま とめ られ 「},リ ュー メ リ ン.はそ れ に 多 く執 筆 し,同 国 の現 状 把 握 に努 め

る。.こ.うした 実 務 経 験 をつ む 中 で,自 らの作 業 に対 す る方 法 論 理 的 反 省 も深 め

られ,統 計 学 の 対 象 と方 法,そ の 理論 的 性 格 に 関す る 自 説,「 統 計学 の 理論 に

つ い て」 が 準 備 され る。

5〕Ergebnlssederゐh]ungderortanwesendenBev61ken皿gnachdem$tande▼um3.December

1864,照rμ8η じ占.」ム,Jg.1864,S.54-5.

6)64年 調 査 の世 帯 票 で は,男 性 の 「身 分 と就 業 」 欄 の例 示 項 目 と して,「 役 人,商 人,店 主,手

工 業 者.農 民,工 場 労 働 者,日 雇 い 労働 者,ド 僕.職 人.徒 弟,等 」 が 挙 げ られ.そ こで は ど ち

らか とい う と職 業 身 分 が 問 わ れ,他.方,女 性 の 「熾 業 あ るい は生 業 分 野 」 の 例 示項 目は 「艇 工,

小 間 物 製 造 者,小 売 人,助 産 婦,洗 濯女,工 場 労 働 者,H雇 い 労 働 者,女 中,等 」 とあ り,職 種

を問 う こ とに 比 重 が 傾 い て い る。 こ の 違 い が5)の 項 目標 題 に 現 わ れ て い る 。ZnhlandAn,.

derHaushaltunginWurttemherg[Lachd巳mStandderZ謳hium臼vom3、Dcc.1864,概 蘭「`励 ぬ

,1翫,Jg.1865,S.167.

7)P邸 κづ癖gr8嬬W観 ㈱ 瞬,E鋭8β8κ ㎞8め 図研 四 π面 隠4砺 飛 巴㎡&醐`Stuttg孤,1863.



G.リ ューメ リンの社 会統計論..(7〕7

他 方,リ ュ ー メ リ ン 自 身,教 授 職 に 就 く希 望 を あ た ・め て い た が,こ れ は 意

外 に 早 く実 現 し,1867年 テ ユ ー ビ ン ゲ ン大 学 講 師 に 就 任 し,.国 家 経 済 学 部 で 統

計 学,比 較 国 状 論,法 哲 学,等 を 講 義 す る こ と に な る 。 そ の 就 任 講 演 と し て

「社 会 法 則 の 概 念 に つ い て 」 が 用 意 さ れ る。 以 降,統 計 地 誌 局 長 で か つ 大 学 教

師 の 職 を 続 け る11」,統 計 学 の 理 論 と 実 際 両 面 で の 研 鑽 が73年 ま で 続 く。

3.こ の 間,リ ュ ー メ リ ンの 官 庁 統 計 家 と し て の 活 躍 の 最 後 を 形 づ く る も の と

し て,187⑪ 一71年 ベ ル リ ンで の 「関 税 同 盟 統 計 拡 充 委 員 会 」.へ の出 席 が あ る 。

40年 代 後 半 か ら さ ま ざ ま な 場(ゲ ル マ ニ ス ト大 会,ド イ ツ 統 計 協 会,フ ラ ン ク

フ ル ト国 民 議 会,等)で 全 ドイ ツ に ま た が る社 会 統 計 作 成 とそ の た め の 中 央 調

査 機 関 設 立 の 必 要 が さ け ば れ て き た 。 こ う し た 流 れ に あ っ て,関 税 同 盟 統 計 の

改 革 と統田 一的 な 統 計 作 成 計 画 を,1968年11月25日 ヘ ッ セ ン関 税 大 使 フ ァ ブ リチ

ウ ス が 提 示 す る 呂1。こ れ が き っ か け と な り,69年6月2日 の 連 邦 参 議 院 の 議 決.

に も とづ き,70年1月12日 ベ ル リ ン に て11ヶ 国 か ら総 数 ユ6名 の 参 加 の も とで,

プ ロ イ セ ン枢 密 顧 問 官 ハ ッ セ ル バ ッハ を議 長 に,ド イ ツ統 計 の 改 善 を 討 議 す べ

く 開 催 さ れ た の が 同 委 員 会 な の で あ る 。 ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 王 国 委 員 と し て

リ ュ ー メ リ ン と ツ ェ ラ ー(上 級 財 務 官)の2名 が 出 席 す る。 こ の 委 員 会 の 活 動

は 約1年 半 に 及 び,4会 期 に 分 か れ,計81回 の 会 議 を か さ ね,集 中 的 に ドイ ツ

全 土 に ま た が る社 会 経 済 統 計 の あ り方,種 類,調 査 様 式,等 を 検 討 し て い る%

リ ュ ー メ リ ン 自 ら は 第 ⊥ ～ 皿 期 中,ほ 撃毎 会 議 に 出 席 して い た こ とが 出 席 著 名.

簿 か ら 判 明 す る 。

委 員 会 で は 上 記 問 題 に つ き種 々 の 検 討 結 果 を 「報 告 」(Bericht)の 形 で 公 表

し,こ れ が 合 せ て18に 及 ぶ の だ が,こ の う ち 第11.号 が 注 目 さ れ ね ば な ら な い 。

8}こ の ファブ リチウス提 案が後 に発刊 されたrド イツ帝国統計」 創刊号 の巻頭 を飾 ることになる。

5臨 ゴ5罐幽1艶 鳩`ゐ朋R8∫cんr,Rd.1,1873,S.働一 ⑯.こ の紹介 には.足 利 末男 『社会統計学史」

「一書房,1966年,102ペ ー ジ以下,が あ る⑪

9)こ の 「関税 同盟統 計 拡充 委 員会」(KDmmi細QnzllrweiterenAusbildungderStatistikdes

み⊃llvereh】5〕の議事録 〔Proしokolle)と作成 された報告 〔Bcnchte)は すべて,.SLd.nR.,Bd.

1,1873,S、1-416,に 収 録 されてい るい この委員 会の性格 につい ては,A.Meitzen.DieStadsUk

desDeutschenReicheδ,」4ハrう μ`ゐノ涜rG燗8薦g紬 μ四高 τ勉… ご`μη起.瞑ゴR配 配∫がZ墾ζJB.1,1871,

S.534飢,を 参照の こと.
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ラ イ ヒ

これ は 「ドイ ツ統 計 の 左 珍 の 帝 国 官 庁 設 立 と制 度 に 関す る報 告 」 と して1871年

5月26日 に作 成 され るが,こ れ に 添付 さ れ た報 告 作 成 の検 討 素 材 た る 「意 見 陳

述 」(Votum)こ そ,先 立 つ5月6日 リ ュー メ リ..ンの 手 に よ って 用 意 さ れ た も

の な ので あ る10}。統 計 中央 官 庁 に 関す る リ ュー メ リ ンの 見解 は そ の ま ・委 員 会
.'

報 告 に くみ 挙 げ られ て い る。

この 意 見 陳 述 の 中 で,リ ュー メ リ ンは,ド イ ツ統 一 統 計 の 構 成,統 計 中 央 官

庁 設 立,プ ロ イセ ン統計 の あ り方,こ の3点 につ い ての 提 言 を行 って い る 。 ま

ず,今 後 作 成 さ れ る ドイ ツの統 計 は次 の3つ の ク ラ スか ら成 るべ き とさ れ る。

ラ イ ヒ

中 央 統 計(zentmleSt,)一 個 々 の 国 家 の 協 力 の も とに,統 計 の 帝 国 官 庁 が 直 接 ・全 体

的 な 作 成 責 任 を負 う もの 。 これ に は,こ れ ま で 関税 同 盟 の 作 成 して き た商 業

統 計,そ の他 関連 統 計 が あ る。.

連 合 統 計(f6derierteSt.)一 共 通 命 題 と 同一 調 査 票 を 用 い な が ら も,個 々 の 国 が 作 成

し,結 果を幣薗 官庁に提 出す る もの。結 果の集計,点 検 ・修正,構 成 ・公刊
ラ イ ビ

は帝国官庁 にまかせ られ る。 これ に は人口(静 態 ・動態)統 計,農 業(耕

作 ・収穫 ・家畜)統 計や営業(工 業.国 内流通 や商業)統 計が ある。
ヲイ ヒ

特 殊 統 計(patikulareSt.)一 帝 国 とは 無 関係 に 個 々の 国 家 の 裁.量 に よ っ て 作 成 され る
ラ イ ヒ

もの。 そ れ ぞ れ の 国 家 の 行 政 と文 化 に 関す る統 計 が 該 当す る 。 だ が,帝 国 官

庁 は この統 計 の 形 式 と作 成 方法 につ き,そ の 完 全 を 期す べ く,助 言 や指 導 を

行 う こ とが で き る。

ま さ に 分 業 に も と つ く協 業 体 制 の も と,ド イ ツ統 計 の 将 来 を 展 望 す るわ け で あ

る 。

次 に,陳 述 の 主 題 で あ る,ド イ ツ統 計 の 特 別 な 中 央 官 庁 設 立 につ い て は,こ

れ が 必 要 か,必 要 と し て ど の よ う な 性 格 の も の か を め ぐ っ て の 提 言 が 続 く。 各

.国 統 計 局 が 分 担 し て 作 業 を 行 い,必 要 時 の み 各 国 の 統 計 専 門 官 を 集 め 事 に 当 る

だ け で よ し と す る 中 央 機 関 不 要 論 を 斥 け,そ の よ う な 場 当 り的 や り方 で は な く,

10)G.Rt腫neh【 ㍉Votum邑berdieGr亘 【単】ungundE溢richu】ngeinerReieh3beh6rdef肚Dεutsche

Statistik,SLdD.R.,Bd、1,1873,S.264-8.こ の中で,統 計 中央官庁設立 についての りェー メリ

ンの提案 をそのま ・盛込 んだ形で,委 員13人 の名 でBerichいNo、11が 提示 され る.翫`P.尺,

B岨.1,S.262-4.
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常 設 の専 門 的.(技 術 的)中 央 官 庁 設 立 を必 要 とす るの が り.ユー メ リ ンで あ る。

蒐集 され た 資料 の 浪 費 を 防 ぎ,ま た これ まで の 関 税 同 盟 統 計 が ぞ うで あ っ た よ

うな単 な る計 算 と編 集 の仕 事 に留 ま らない た め,科 学 的 力 量 を 備 え た研 究所 の

性 格 を もった特 別 の 機 関 が必 要で あ る。 そ もそ も統 計 局 とは 科 学 的研 究所 の名

に値 す る機 関 で あ るべ きで,そ こで は単 に数 量 の束 を送 り出 す こ とに よ って ず.

は な く,事 実 の.範囲 と内容 を確 定 し,数 量 に も とつ く正 確 か つ 正 当 な推 論 に

よ って 明 るみ に出 す こ との で き る 因 果結 合(kausaLverkn如fung)を 提 示 す る

こ とで そ の存 在 価 値 が 認 め られ るべ きで あ る。.こ う して,

ラ イヒ

1.一 部 は既 に確 立され,一 部 はこれか ら出 て くる資料 は,帝 国 中央行政 め場 で実施

され る統計 的性 格の活動 にとってはあ ま りに も広汎す ぎ,こ のため この 目的には特
ラ イ ヒ

.別な技術 的帝 国官庁の設立が必 要であ る。

2.か ・る官庁 は単な る計算 ・編集局ではあ りえな く,連 邦諸 国家の統計 局 と同 じ く,

科学 的力量 を備 えた研究所(lnstitut)の 性 格を もたな くてはな らない。

とす る提 言 が示 さ れ る。 これ は機 構 的 に は商業.・人 口 ・営 業 の3セ ク シ ョ ンに

分 か れ,そ れ ぞ れ の長 に は専 門知 識 を も った 委 員 が座 り,統 計 局 その もの は連

邦 宰 相 に直 属 す る 機 関 とな る。 また 定 期 的 に 『統 計 年 鑑 』,さ ら には 『国 家 便

覧 』 や 「ドイ ツ国 統計 便 覧 』.発刊 の任 を もつ 。

最 後 に,プ ロ イセ ン統 計 の取 扱 い をめ ぐる提 言 で あ るが,こ れ は プ ロ イ セ ン

の国 勢 が 他 国 に較 べ あ ま りに も規 模 が 大 き く,.統 計 に よ る ドイ ツ国内 の現 状 把

握 ・告 示 機 能 に不 都合 が生 じて い る こ とへ の批 判 と も な って い る。 プロ イセ ン

に 関す る数 量 が 大 きす ぎる た め,他 の小 国家 間の 数 値 の 相違 が消 滅 し比 較 に意

味 が な くな って し ま う。 プ ロイ セ ンを一 国家 と して 独 立 に扱 い,そ れ を他 国 と

比 較 す る こ と は も はや や め るべ きで あ る。 移 住 の 自 由や 営 業 条例 に よ って統 一

的 な 国 内 経 済 領 域 が 形 成 され,文 化 と社 会 経 済 の 面 で い ま や ひ とつ の 国 民 と

.な っ た ドイ ツ にお い て,少 数 の 大 国 だ け が突 出す る よ うな統 計 表 示 は 無益 で あ

る 。.プロ イ セ ンや バ イエ ル ンな どの 大 国 は分 割 し,逆 に小 国 は相 互 にま とめ,

一枚 の統 計 表 で 比 較 され る数 値(比 率 や 平均 値)に 実 質的 意 味 が 出 て くるよ う

鋼
汚辱
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な.「統 計 的 地 域 や グ ルー プ」 を構 成 す べ きで あ る。 具 体 的 には,プ ロイ セ ンは

そ の11のProvinzご とに統 計 の支 局(Zweigbureau)を 設 け,他 の 中小 国家 と

同水 準 の統 計 を扱 う。 こ ・か ら,こ れ まで 膨 大 す ぎて 統 計 局 の 手 に 負 え ず,従

い地 方 自治 機 構 の 一般 行 政 の最 下 級 審 級 事 と して そ の 片 す み に 追 い や られ て き

た 統 計 作 業 をそ れ ぞ れ 当 該 地域 の統 計 支 局 が 責 任 を もって 司 る こ と,さ らに調

査 に お け る原 資料 の 点検 と有 効 な加 工 ・利 用,当 該 地 方 の 物 的 社 会 的 関係 と歴

史 につ い て の知 識 に裏 づ け られ た数 量 表 示 や 比 較 が 可 能 とな る 。 これ ま で他 の

国 々の 統 計 局 な らば行 い え た し,事 実 行 って きた これ ら本 来 的作 業 を プ ロ イ セ

ン統 計 局 は い ま の と こ ろ 果 た しえ て い な い。 数 量 の.単な る羅 列 を で は な く,

「数 字 を して秘 密 を は き出 させ る」 こ とを統 計 利 用 の 本 来 の仕 事 とみ る リュ ー

メ リ ンの 眼 は,ヴ ュル テ ンベ ル ク統 計 地 誌 局 で の 活 動 か ら くる 自負 を も とに し

て,プ ロ イセ ン統 計 の 巨大 さの 裏 に隠 され た 空 虚 さ を 見抜 い て い る。 しか し,.

これ には プ ロイ セ ン統 計 局 をめ ぐる内 外 の 組 織 変 化 が伴 う と し,個 人案 を例 示

しな が ら も,今 後 然 る べ き別 の 場 所 で の 検 討 に あ ず け る と し,陳 述 を し め

く ・って い る。

この 陳 述 は,上 述 の 中 央 統 計 官 庁 に 関 す る2つ の 提 言 を そ の ま ・盛 込 み,

フ ァブ リチ ウス,エ ンゲ ルや マ イヤ ー,ベ ッカ ー も含 んだ13名 の委 員 の.名で 報

告 ・第11号 と して 提 示 され る。 時 の 経 過 す る 中 で,こ の リ ュー メ リ ンの 提 言 は

そ の根 本 に おい て ドイ ツ社 会 統 計 の 現 実 的構 成 の基 柱 と成 って ゆ く。 す なわ ち,

1872年7月 の帝 国 統 計 局 設 立,そ れ と各 国既 存統 計 局 との役 割 分 担 と連 繋 で あ

り,ま た各 種 統 計 表 にお け る プ ロイ セ ン とバ イ エ ル ン統 計 の地 域 別 分 割 表 示 で

あ る。統 一 ドイ ツ の 国家 統 計 の あ り方 を見 事 に描 き出 した 青 写 真 で あ り,「 リ

ア リス ト」 を 自認 す る リュー メ リ ンの徹 底 した現 状 分 析 の 成 果 で あ ったL1)。

報 告 ・第11号 の 提 示 を も って 委 員 会 の 第 皿期 活 動 は終 了 をす る。 そ の 後 の 第

.. U}免 の統 計 の3ク ラ ス区 分 が そ の後 の ドィ ッ統 計 のあ り方 を 的 確 に 規 定 して い った こと は,15年

後 の プ ロ イセ ン統 計 も この3区 分 に の っ と り整 理 す る こ とが で き る と した,時 の プ ロ イ セ ン統 計

局 長 ブ レ ンク の 発 言 か ら も うか が 軋 る.E、BLcnuk,1弛 ∫勅 勘gJ勲85印`6∫'∫`加 ∬κ解側 海 β即伽

加励E伽 蹴出 ε加 画 肌 飢 η飽∫./ahrzehn;Berlin,1885,S.20..1.
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】V期の 会 議 で は り ュー メ リ ン.の名 は 出席 者 名 簿 か ら姿 を消 す 。意 見 陳述 と報 告

提 示 を もって 自己 の 責務 終 了 と考 え た のか,あ るい は プ ロ イセ ン統 計 局側 との

確 執 が あ った の か と も想 像 さ れ る が,そ の理 由 は不 明 で あ る。
カ ア 　ノラ 　

これ 以 前 の1870年,リ ュー メ リ ンは テ ユ ー ビ ンゲ ン大 学 総 長 に就 い て い る。

73年7月9日,兼 任 して い た 統 計 地 誌 局 長 職 をv,リ ー ケ に 譲 り,自 身 は名 誉

局 長 とな る。 以 降,そ の 死 に い た る ま で総 長 の任 に 当た りつ ・,研 究 と文 筆 活

動 を続 け,社 会 科 学 か ら文 学 ・芸術 に ま で 及ぶ 多 彩 な論 文 ・エ ッセ イ を執 筆 し

続 け る(そ の代 表 的 な もの は 毎 年11月6日 の大 学 の授 賞 式 で の総 長 講 演 と し

て ずあ る。 なお,リ ュー メ リンは19世 紀 ド.イッ に お け る最 もす ぐれ た エ ッセ イ

ス トの ひ と り と も目 され て い る)。 「社 会概 念 と社 会 理 論 につ いて 」 を生 前 最後

の論 文 と して公 表 し,ま た 「偶 然 に つ い て」 を授 賞 式 の講 演 原 稿 と して 完 成 さ

せ た後,1889年10月28日 享 年74歳 を も って テ ユー ビ ンゲ ンに て死 去 した 。

II統 計方法と統計学

1.統 計 地 誌 局 で の実 務 作 業 とそ の 指 導 を 続 け る 一 方で,統 計 と統 計 方 法 の本

質 に関 す る理 論 的考 察 を深 め て い った の が り ュー メ.リンで あ っ た。 まず は文 献

的研 究 を通 じて統 計 学 の使 命 と限 界 を探 って い った が,そ の 中 の最 も定 評 あ る

概 念規 定す ら統 計 専 門家 と して の りュー メ リ ンの 実 際経 験 に 合致 せ ず,納 得 の

ゆ く理 解 を得 る こ とが で きなか った 。 これ が 既 述 の 「統 計 学 の理 論 につ い て」

(1863年)か ら始 ま り,最 後 の 「社 会概 念 と社 会理 論 につ い て 」(89年)へ の25

年 余 に及 ぶ 理 論 的 研 鑽 を ひ き出す 契 機 とな っ た12}。この 間,約20年 の 研 鑽 をふ

12)以 下,リ ュー メ リン の統 計理 論 の骨 子 を次 の 論 文 に よっ て 検討 す る 。G.Rロmehn,ZarTheorie

derStatisti}【,Z鋭`∬ んrヶ,ノ勘.4,8gε5ユ η2η雑653照15騨'∬8凋5cん α∫診,Bd.19,1863,S.653-96,後 に,R8-

4㎝ 乱 ・h蝉 齪,Fg、1,S.2D8-64,に 収 録 さ れ る、 同 じ く,ZurTheohederSt曲sUk,H,尺 画

配.A～4練'罵Fg.1,S.265-84.こ の い ず れ も,権 田 保 之 助 訳 『統 計学 の 理論 に 就 い て 」 統 計 学 古

典 選 集 第5巻,栗 田書 店,1942年,と して 邦訳 され て い る 。 〔以 下,引 用 に 際 して は,Th。orie,

1,H,と 略 記 し,R8幽 π μAπ ∫唖詑8,か ら の ペ ー ジ を 記 す 〕。DieStatistika】sWissensch己ft,

κ 酬4伽`ん 漉 ノ.乃)♂露1孟`ゐ例0麟 侃 ρη臨hrsg.v【,nG.Sch6nberg,1882,2、Aun..Bd.3,1985,S.

699-71S.こ れ に は,・ ド塚 定 二 郎 訳 「リ ⊥一 メ リ ン 氏 統 計 論 」 と し て,「 統 計 学 雑 誌 」 第82号

(1&93年2月}か ら第176号(1900年12月)に ま た が り,計15回 に 分 か れ た 邦 訳 が あ る 〔た ず/
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ま えた 次 の文 章 の 中 に,リ ュー メ リ ン.の統 計 学 に 対 す る規 定 が最 も明確 に 要約

提 示 さ れ て い る1%

統計 方法(st,Methode)と は経験的事実一 それが群概 念,あ るいば多:数概念 とか ・

わる機 会を もつ限 り一の観察 に もとづ いた一切 の知 識領分 に とっての普遍的な研究手

.

撃.

.段 である。 この方法の理論 は論理学 ρ構成部 分で あ る。また,こ れまでい ろい ろと変

わ り不 明な形の ま ・統計の科学 とよばれ てきた ものは次 の3つ の別々の部門に分かれ

る。 まず方法論 的性格 を もった技術 的統計学(technischeSし)で あ り,こ れ は論理学

か ら与え られ る理論 をも とに,さ まざまな適用 領域,こ とに集団観察の性格か ら必要

にな る官庁統 計に対 して,統 計方法の使 用 を教示す る。次 に2つ の記述的学問があ り,

その ひとつ は社 会統計学(sOcialeSt.)で あ り,こ れ は社会科学 に付属 し,統 計 方法

によって確定 された事実を もとに現代社会の 生物学,つ ま り現在 ある文明国民 の文化

生活の映像 を提供 す る。その次 に政治 統計学(politischeSt)が あ り,こ れ は国状 論

の補助知 識で その一構成部分 と してあ り,こ の国状 論は,以 前 に とり入れ られた直接r

に歴 史的語源 的根拠 を もった統計 学 とい う名称 を,用 語 の実際 の発展 の結 果放棄 しな

くてはな らず,社 会 統計学 が社会科学 に対 して もつ の と同 じ関係 を国家 科学に有 しな

が ら,現 在の文化国民の国家秩序 と状態 とを描 写 しな くてはならない。

こ の 結 論 に 行 きつ く経 過,そ の 背 景 と根 拠 が ひ とつ づ ・解 明 さ れ ね ば な ら な い 。

既 に63年 時 点 で,こ れ ま で の 短 期 間 な が ら 数 多 く の 統 計 実 務 作 業 を 通 じ て,

統 計 学 の 理 論 規 定 の 前 提 に 「素 材(Materie>と 方 法(Methode)と の 分 離 」141

が 必 要 で あ る こ と を 看 取 す る 。 統 計 作 成 は 実 に 多 種 多 様 な 分 野 に ま た が り,関

与 す る 知 識 領 分 を 事 実 の 統 一 性 に よ っ て ま と め 挙 げ る こ と は 不 可 能 と み る 。 統

計 の 名 の も と に,一 国 の 国 家 制 度(国 家 顕 著 事 項)や 社 会 経 済 は も と よ り,国

民 の 文 化 生 活,宗 教 や 犯 罪 現 象,さ ら に は 地 勢 や 気 象 と い っ た 自 然 的 領 分 ま で

もが 含 ま れ,そ こ に 何 ら の 同 質 性 を も認 め る こ と は で き な い 。 だ が 他 方 で,こ

＼し,本 文中の 引用で は,Statisしlk,と略記 し.拙 訳 を用いる〕。 なお,リ 函一メ リン統計理論 に関

して は,有 田正 三r社 会 統副.学研 究」 ミネルヴ ァ書房,1963年,序 説 ・第2章,同,「 リューメ

リンの統計法則論について」r彦 根論叢』(滋 賀大学)第132・3号,1968年12月,足 利末男,前 掲

書,.㌍ 論 ・第1章 ・第3節,を も参照 の ことD

13)G.Rhmelln,St組stik,S.71B.

14)G.Riimεlin,肱 εorLヒ,1,S、224.前掲訳書,392ペ ージ。
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う した多 様 な事 実 領 域 を対 象 に,事 実 を調 べ 知 識 を ま と め,何 らか の推 論 を行

う観 察 様 式=研 究.方法 に は,ま ず 同種 の個 物 を確 定 ・枚 挙 し,集 計 ・分類 し,

表 示 ・比 較 を加 え る とい った 手続 上 の統...性 が み られ る。 従 い,統 計 が か ・わ

る認 識 作 業 に おい て,そ れ を 素材 の統 一性 か ら一 個 の学 問体 系 に ま とめ る こ と

を 断.念しな くて は な ら ない 。 そ れ に替 え て,用 い られ て い る資 料 蒐集 と加工 の

.手 続 様 式 の 同質 性 に着 目 し,そ こに統 計 理 論 の成 立 根 拠 を求 め るの が 合 理 的 で,
、

かつ実際にも合っている。かつて国家の特徴的事項の枚挙 という一領域のみで,

事実蒐集 ・分類のために統計方法が用いられ,国 状記述をそのま・統計学とみ

る見解が成立したが,こ の段階は既に終了している。実際の統計局や官庁の作

業,個 人的研究や任意団体の仕事の現実はそのような狭い統計学の枠組みには

収まり切らない。

経験科学であるならば,そ の研究に際して多少なりともか ・わ りをもたねば

ならないのが統計方法である。これはそれらが扱 う対象.(素 材)の 異質性 ・多

様性にもか ・わらず,論 理的な統一性 ・共通性を有する。全体を構成する個物

(体)が 非類型的,つ ま り個物それぞれが個性的 ・可変的で,差 違や変化が支

配的な現象がある。こ・では一者をもって他者や.全体を推論で きなく,全 体の

特徴把握のためには,個 物ひとつひとつを同種性をもとにして数え挙げ,集

計 ・分類 し,全 体の規模や水準,そ の内的構成を調べ,全 体 と部分,部 分相互

の比較,ま た場所的 ・時間的比較を行い,特 徴的構成や変化をみい出 し,特 定

現象をひき起す原因の所在,結 果とのその結びつきを確定することが必要とな

る。これは経験的認識であれば,必 ず利用 しなくてはならぬ共通の方法手続と

いわねばならない。扱う材料ではなく,か ・る方法的に組織された統..一的な経

験 的方法=方 法的集団観察(diemethodischeMassenbe(》bachtung)'5}と 専 ら

15)G.Rhmelin,The。de,1,S、219.前 掲 訳 書,ヨ86ペ ー ジ。 こ こで,方 法 的 とい うの は,不 完 全 な

知 覚 と漠 然 と した対 象 規 定 に よ る 自然 的 な 観 察 との対 比 に お い て,あ らか じめ 対 象 の限 定 を行 い,

な お そ こに含 ま れ る非 本 質 的 な要 責 を も含 ん で.構 成 要 素 すべ て に対 す る組 織 的 観 察,つ ま り統

計 調 査 を施 す こ とを指 す 、 別 に,普 遍 的 で 組 織 され た観 察(TbeQτie,1,S.222.前 掲 訳 書,390

ペ ー ジ)と も,社 会 的 集 団 観 察(St,iSstik,S.715.〕 と もい わ れ る。

1
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か ・わ り,そ の性 質,目 的,役 割 を 問題 とす る知 識 領 分 こ そ を統 計 学 と よばね

ば な らな い。

で は,経 験 科 学 が 概 括 しが た い 多様 性 を克 服 す る た め に採 用 す る普 遍 的 な方

法 が統 計 方 法 で あれ ぼ,こ れ を論 ず る統 計 学 も 自然 界 と人 間界 双 方 に また が る

普 遍 的 性 格 の 学 問 とな る の か。 そ うで は な い。 なぜ な ら,「 自然 界 で は個 物 が

類 型 的(typisch)で あ り,人 間界 で は 個 性 的(individuell)で あ る」'6,からで

あ る 。 自然 現 象 で は類 型 的 過 程 が特 徴 的 で あ り,全 体 の恒 常 的性 格 が個 物 に及

び,一 著 が 全 体 を代 表 し う る。 こ ・で は類 概 念(Gattungsbegriff)が 成 立 し,

そ れ に適 合 した研 究 方 法 と して 帰 納(lnduktion)が 用 い られ る。 帰 納 に よ っ

て個 別 的観 察 か ら特 定 の 原 因結 果 関係,さ らに は両 者 の恒 常 的安 定 的結 合 を確

か め,こ の 関係 を法 則 と して 定式 化 し うる。 個 別 観 察 か ら普 遍 的 関連 を推 論 す

る こ とで あ る。 これ に対 し,人 間.界で は違 い を もった 個 物 が 充 満 し多 様 性 が 支

配 してい る。 非 有 機界 よ り有機 界 に お い て,植 物 界 よ り動物 界,爬 虫類 よ り哺

乳 類 に おい て 非 類 型 的 個物 が よ り繁 頻 に現 わ れ,さ ら に人 間 世界 が続 き,こ ・

で も文 明 度 の よ り進 む につ れ ま す ます 個 性 的 な個 物 が 登 場 して くる。 自然 の発

展 系 列 の高 ま るの に比 例 して,典 型 性 は減 少 し個 別 性 と差 違性 が増 大 す る。 発

展 の 頂点 にあ る人 間社 会 こそ,.か ・る個 別 性 が 支 配 し,類 は消滅 し,帰 納 は観

察 手 段 と して そ の 効 力 を完 全 に失 っ て しま う。

か ・る非 類 型 的 個 性 的 な個 の 集 ま りを集 合 概 念.(Collectivbegriff)と よべ ば,

入 間 社 会 こ そ こ の 集 合 の 充 満 した 世 界 と い え る1%方 法 的 集 団 観 察 と は こ

16)G.Rnmelin,TheDr画 匪,S.213.前 掲 訳 書,380ペ ー ジリ

17}集 合 は 次 の3つ の ク ラス に分 か れ る。 個.々 人 に 相 互 作 用 が あ り,こ ・か ら個 を こ え た全 体 的 性

格 が 免 じ,こ れ が さ ら に個 々 の もの へ 反 作 用 す る入 間 社 会 の 「自然 的 な 群」(natfirlicheGnippe,

家 族,民 族 や 国 民,共 同体,身 分 階 級,職 業 や 宗 教 団 体,等 〕,構 成 員問 には 相 互 作 用 は な い が,

.全 体 把 握 と い う認 識 目標 に 合 せ て,共 通 標 識 に も とづ き そ れ ら が ま とめ られ る 「人 ⊥ 的 群 」

(kUロ5thcheGluppe,同 年 齢 者,既 婚 者 や 未 婚 者,自 殺 者,等 〉,そ して 最 径 に,主 体 で は な く,

客 体 に か ・わ る 「社 会 生 活 に対 して 意 義 あ る 事 実 」(出 生,死 亡,死 因.犯 罪,火 災,収 穫 高,

等}で あ る。Theorie,π,S.271-2.前 掲 訳 書,448-9ペ ー ジ。 と はい え,こ の 分 類 の 論 理 的 基 整

は あ い ま い で あ り,後 に こ ・か ら リュ ー メ リ ン理 論 批 判 が 出 て くる 。 これ につ い て は,拙 稿 「キ

ス テ ィ ア コ フ ス キー の集 合 概 念.1『 経 済 学 論 集 」 〔龍 谷 大 学)第9巻 第4号,1970年3月,「 統 計

対 象 論 形 成 の 一 断 面」 『統 計 学』.(経 済 統 計 研 究 会)第22号,1970年9月.を 参 照 され た い 。
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の集合を認識するうえで不可欠の研究方法 となる。人間社会の諸現象は個別観

察の手には負 えず,非 類型的な個物の集まりを観察するための固有の方法=統

計方法に委ねられねばならない。論理的には普遍的な観察方法ではあるが,現

実には人間社会の諸現象と密接不 日f分の,あ るいはほとん ど專....一的ともいえる

方法なのである。統計方法は社会現象に特有の経験的観察方法となる。リ土一

メリンのもζで集合,従 い社会現象 と統計方法の不可分の結びつきが確認され

た。

2.統 計方法が社会現象に固有の研究方法 とすれば,こ の方法を適用すること

によって社会についての何が解明され,得 られる成果はどのようなものか6そ

れは社会現象の構造的特徴 なり経験的規則性であり,ま た当該現象の個別的な

原因結果関係である。だが,こ れらを自然科学でいう,ま た社会科学の中でも

経済学や人口論の提示する法則そのものと同一視することはできない。法則=

力の恒常的作用の基本形式とみるリューメリンの考えでは,力 その もの ・性質

と働 きを発見 ・分析する力量が統計方法には初めか ら備わ っていないからであ

る。リューメリンは後にいう。自分は長い間社会法則の発見を課題にした仕事

をする中で,「 数多 くの規則性や同形性(Gleichformigkeit),包 括的で信頼性

のある経験命題,明 確で確実な因果関係(Kausalzusam皿enhぬge>に つき当

た りはしたが,法 則に対する次のような公式にふさわ しいひとつの命題にはい

.ちどもゆきつかなか った。つまり,.心理的諸力の集団作用 に対する恒常的で必

然.的な基本形式を表現 したであろう.公式である」1㍉統計方法は規則性や局所

的因果関係の析出までは進み うるが,そ れをこえて恒常的な原因の作用,法 則

そのもの ・解明にまでは届かない。それは,法 則発見機能をもつ孤立化(抽

18)..G.R崩melin,OberGesetz已derGe8c臥ichte,陥 鵤 伽 嘘 ηTUbin離n.1907,S.215.〔 以 下,引

用 に際 して は,Ge㏄hichte,と 略 記 す る〕。 リ ュー メ リン は早 くか ら,統 計 学 者 が 見 山 さね ば な ら

ない の は 「彼 が 当 面 して い る現 象 の具 体 的 原 因だ けで あ り,現 象 の恒 常 的 原 因,あ る い は法 則 で

は ない 」(Th已orie,1,S、245.前 掲 訳 書,414ペ ー ジ)と し,さ ら に後 に も 「実 際 には 量 的 な 定 式

化 の 中 で,入 間 社 会 に対 す る原 因 と結 果 の 普遍 的 で 例 外 の な い 関 連 を表 現 す る とこ ろ の社 会 法 則

と よば れ う る い か な る ひ と つ の 命題 もい ま の と ころ 存 在 しな い 」 〔Stati曲k,S、215、)と 述 べ てい

る。 統 計 方 法 に よ って は社 会 法 則 の把 握 は 困難 とす るの が り ュー メ リ ンの 一貫 した考 えで あ る。
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象)と 演繹 とい'う方法が統計方法には欠落しているか らである。こうりューメ

リンは考える。.

法則を力の恒常的作用様式についての普遍命題 とすれば,こ れは最 も簡潔な

力学的 ・物理学的なものから生理的法則へ,さ らには人間の心理学的法則へと.

作用内容を高めてゆき,最 後に最も複雑な社会法則に及ぶという階梯をもつ'%

この社会法則は個々人の心理活動の複合か ら出てくるものであ り,集 団的心理

現 象の根本形式につ いての命題 といえる。 この意味で,心 理法則 の亜種

(Unterart)と もいうことがで きよう。 しか し,単 なる個人の心理から類推さ

れたり,演 繹されるものではなく,個 別心理の結集や補完,相 殺や制約といっ

た力の集団 ・相互作用が働 き,個 別か ら生まれなが らも個体をこえ,.そ れに反

作用を及ぼす全体的な力が作用す る。 この集団的な力の恒常的作用形式を社会

法則 とみることができる。.それは 「特殊な心理法則であ り,多 数の心理的個性

力の社会的共同=,相 互作用から発生する結果,あ るいは集団効果を,そ の確

固たる基本形式の中で提示する」2印ものである。

心理的力の集団作用にみられる規則性や局所的因果関連を確認 しながら,こ

れ ら作用を孤立化によって可能な限り最 も要素的な人間本性と行動にまで還元

し,本 源的な心理的事実を抽象する』次いで,こ の本源的事実を前提に,そ れ

が現実の様々な条件や制約のもとで どのように発現 し作用するのか,こ れを基

本概念系列,特 定命題形式の中で表現する。こうして ごく少数の前提から確実

な演繹を通 じ集団作用に関する命題を獲得する。この命題を法則とよび,こ れ

が究明されるためには基本要素の孤立化 とそこか らの演繹という手続が必要 と

なる。 しか し,こ の手続そのものが本来的に統計方法 とは異質な研究方法なの

.19)以 下,リ ⊥一 メ リ ンの社 会 法 則 につ い て の 考 えは,そ の テ ユー ビ ンゲ ン大 学 就 任 講 演 で あ る次

の 論 文 に よ る。G.R血nol血,Uebcrd㎝BcgriffduessoclaienGesezes,Z醜 ゐ.メ 躍85徽'∫ 罐 ∬,

Bd.24,1568.5.129-50,後 に,Rρ4ε 瑠./14滅 飢Fg.i's.1一 年1,に 収 録 さ れ る。 松 井 要 言,前

掲 訳 書.1-30ペ ー ジ。 〔以 下,引 用 に 際 して は,soda】eGeseze,と 略 記 し,R砒 たπ'ピ.融 プ溜 罵 か

らの ペ ー ジ を 記す 〕。 これ に つ い て は,拙 稿 「リュー メ リン 「社 会 法 則 論」 吟 味 」 「経 済 学 論 集 」

(龍 谷 大学 〉 第12巻 第1号,1972年7月,を も参 照 の こ と。

20)G.恥meljn,G㏄chichte,S.214.
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で あ る。

統 計 方 法 は社 会 生 活 に集 合 概 念 を 擬 制 し,同 種 の個 物 ひ とつ ひ とつ を枚 挙 し,

.これ を他 の群 や 異 な った時 代 に拡 張 し,別 の 生 活 関係 の 中 へ伸 ばす こ と に よ り,

広 大 な事 実 資料 と大 数 につ い て の知 識 を獲 得 す る 。 この 中 で,多 様 な類 似 性 ・

差 違 性 ・規 則 性 が,ま た さ ま ざ ま な形 の 因果 関 連 が 提 示 され る.。こ う して,

「社 会 生 活 の 内 的活 動 と営 み が 解 明 され る。.心理 的 力 の 集 団作 用,つ ま り力 相

互 の 関 連,物 的 身体 的影 響 へ の そ の積 極 的 消 極 的 反 応 が き わ 立 って くる」2㌔

こ ・まで が 統 計 方 法 にまか せ られ た 仕 事 で あ る。 心 理 的 力 の 集 団作 用 を そ の徴

候,規 則 性,部 分 的 因 果 関連 に おい て確 認 ・表 示 す る。 しか し,こ の段 階 を こ

え て,法 則 そ れ 自体 にゆ きつ くた め に は,統 計 方 法 を 離 れ そ れ とは 別様 の研 究

方 法一一 孤 立 化 と演繹 一 に拠 らね ば な ら ない 。 結 果 得 られ る で あ ろ う この法

則 に おい て は,力 の作 用 は例 外 を もたず 普 遍 的 で あ り,統 計 的 形 式 を と.るこ と

も数 量 的把 握 に留 ま る こ と も決 して あ りえ な い。 つ ま り,集 合 と統 計 方 法,あ

る い は大 数 な り統 計 的 集 合 ほ,社 会 法 則 発 見 の.いわ ば 手 段 と して の 役 目を 果 た

しえ て も,法 則.発見 に直接 か ・わ りを もっ こ とはで きない の で あ る。

とす れ ば,こ の よ うな役 割 を演ず る統 計 方 法 につ い ての 知 識 分 野=統 計 学 と

.は どの よ うな性 格 を もった 理 論 とい え るのか 。 統 計 学 とは,法 則 発 見 機 能 を 備

.え た独 立 の実 質 科 学 で は な く,集 団観 察 の方 法 を通 して社 会 的 事 実 を確 認 し解

明 し,こ の.ことに よ って 他 の す べ て の学 問 グル ー プ に経 験 資 料 と証 明 手 段 を 提

供 す る,こ の よ うな控 え 目 な仕 事 に従 事 す る,そ れ らに共 通 の 方 法 論 的 補 助 科

学(methodologischeHilfswissenschaft)で あ る。 従 い.統 計 学 は まず は統 計

方 法 とそ の使 用 に 関す る理 論 的規 定 の こ とで あ り,客 観 的(実 質 的)学 問 に方

法 論 的 加 工 を 施 した 不 可 欠 の 素 材 を 提 供 す る と こ ろ の 「発 見 術 的 学 問」凋

(heuristischeDiscipl血)と い う こ とが で き る。 い わ ば 社 会 的 経 験 学(sociale

Empiristik).と もい え,統 計 方1去とい う一 般 的 な観 察 手 続 の使 用 とそ の 方 法 論

21)G.R廿me【 正n,soclaleGeseze,S.18..前 掲 訳 書,17ペ ー ジ 。

22)G.Rnmehn,Theじrle,1,S.223,H,S.280、 前 掲 訳 書,391,457ペ ー ジ 。
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的検討であ り,そ め役割は研究素材の提供という補助的なものに留まる。.

こうしてこれまで広 く統計学 といわれてきたものはまず第1に 発見術的統計

学,後 の リューメリンの言葉でいう技術的統計学のことである。そこでは統計

方法をひとつの論理的研究手段とみなし,そ の性格究明,な らびにこれが官庁

統計調査の形をとって運用される際の諸問題解決に当たる。先では合理的観察

方法としての統計方法の論理的性格を,他 の認識手段(帰 納や演繹,類 推,実

験,等 々)と の比較 ・関連の中で検討し,そ の根拠や効果を確認することであ

る。方法の原理的基礎づけとして方法論 ・論理学の問題 となり,統 計方法の実

際的適用に先行,あ るいは併行し,生 ずる諸困難に解決を与えるものとな り,

方法論的補助科学の方法論的側面を構成する呂3〕。 これ に加え,統 計方法の現実.

的運用にあっては,国 家 ・自治体,統 計局 ・中央委員.会といった公的機関が関

与 してくる。確かに,限 られた領域では個人や任意団体による統計方法の利用

もあるし一定の成果もみられる。だが,社 会的領分での網羅的観察は統計方法

の国家的利用に拠るしかな.く,こ ・で公的権力,そ の規制や命令が関連 してく

る。社会的観察所は官庁としての統計機関=統 計局であ り,政 策や行政が絡ん

で くる。こ・.に,論理的考察では処理 し切れない,具 体的技術的問題が出て く

る。すなわち,い かなる調査対象が国家処理に適 し残 りのどれが個別科学にま

かせられるか,ど のような調査が文化国家にとり不可欠で定期的に実施される

べきか.ま たその望まれる程度はどの位か,い かなる官庁統計機関が最 も合目

的々であり,さ まざまな種類の集団観察のもとで どのような手法が最 も合理的

か。さらに,人 口調査をいかに実.施し,職 業 ・農業 ・工業 ・商業.事情はどのよ

23>す ぐ上で述べた ように,リ ューメ リンの 「発見術 」は82年 論文で は 「技術的統計学」に変わる。

これ は単なる名称変更では済 まな く,こ の間統 計方法 に関 する方法論理的検討の必要を より一層

感 じとった結果か と考え られ る.方 法の駆使 その もの,お よびその結果の総括提示か ら,方 法そ

の もの ・論理的認識論的考察=方 法論への展 開がみ られ る。 これ にはテ ユー ビンゲ ン大 学の同僚

C.ジ グワル トに よる 『論理学」 が影 響 している。 ジグワル トはその 「方法論」 におい て帰納 法

との対 置で 統計方 法 の性格,な らび にそれ と法則 や確 率の 関連 を問題 に した。Ch.Sigwart,

Log液Bd、2,飯8Mε 油副 εη勧 鴨 丁匝bingen.1878.こ れについて は,拙 稿 「C.ジ グワル トの統計

方法論」 「経 済経営論集』(龍 谷 大学)第15巻 第2号,1975年9月,を み られたい。IJユ ーメ リン

は こ ・か ら統計方法論に独自の課題を受 け とってい る。.
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うに調査され,国 民資産や国民所得 とその分配はどのようにして確認さるべき

か㌦ 特にこうした統計組織や具体的調査指針をめぐる問題である。従い,発

見術 ・技術的ということから予想されるように,狭 義の調査手続だけが問題 と

されるのではなく,方 法論理的検討をこえて,国 家権力の独占物として統計方

法が運用される際に出て くる統計制度や統計行政.官 庁統計調査のあ り方,こ

れら全体にまたがる具体的問題にまで及ぶのである。

こ・から,こ れら問題の検討を既成の行政学や政策学にではなく,統 計の歴

史と理論を含んだ独立の部門にまかせ,そ れを社会科学 ・国家科学に対する共

通の方法論的性格をもった補助科学 とすることが必要 となるのである。これは

また統計専門家育成にとって不可欠なものであり,統 計学ゼミナールに特に適

した教材を提供するもので,学 問としての統計学の第1構 成部分を成すも②と

なる。

3.第.2に,「 記述的統計学」,あ るいは 「デモグラフィ.一」としての統計学が

ある。 これは社会的集団現象にみい出された経験的命題を厳密に確認 ・限定し,

作用の強弱を規定す る条件を明らかにし,結 果を継続的に比較可能な形に分

類 ・整理し,理 論的分析のための有益な材料に仕上げて提示することである'%

社会状態の組織的系統的な記述が課題であ り,方 法論的補助科学の補助科学と

しての側面がか ・わって くる。記述的統計学の第1の 柱は社会統計学であ り,

これは以下の3分 野に分かれる。

人口統計学一一切の.社会統計の基礎概念としてあるのが人口。他のすべての調査も人

鋤 この他 に,「 有用な死亡表 を得 るためには何が 必要か.高 等 数学の統計学への適用 は どうある

のか。 グラフや図形の表示形式 によって保持 され るものは何か。資料ぱ どこまで下級調査機 関に

よ り,ま た どの点 まで中央機関によって加ユ:され,ど こか ら個別科学に委ね られるのか 。特 に手

法 についての国際的理解は どの程度望ま しく,実 行可能か。 この点で統計会議の果 しうるこ とは

.何か」(Sζatl調k,S、712.)が 問題になる とされ る。狭義の方法論的問題 と統計行政や制度 の問題

が混在 しているが,リ ューメ リンはこれ らを統計方法の現実的適用の問題 として ・括 して しまっ

て いる。

25)先 の技術 的統 計学の部分 を統計方法 の 「使 用説明書 」(Gヒbrauじh皿we主su皿g)と し,他 方 この

記述統計学 による結果総括 ・提示 を 「在庫案内」(【nventa㎡6hrmg)と い う比喩 を用い て対比 さ..

せ ているのが りュー メリンであるStatistik,S.713.
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[1と か ・わ り,人 ロ の 基 本状 態 に の っ と り判 定 され る。 人 口数,人 口密 度,

地 域 分 布,性 ・年 齢 構 成,・ ・… ・等 々 に は,国 民 の 類 的 生 活 の 本 質 的 な基 礎

事 実 が 含 まれ て い る し,こ れ は そ の 他 の経 済,社 会,政 治 関係 に大 きな影

響 を及 ぼ す もの とな っ て い る。

..経 済統計学一特 に農業,工 業,商 業を対 象に して,職 業 と生業分野別の社会構成 を提

示す る。国民資 産や国民所得 とその分布,貨 幣や価格,生 産 ・消費,そ の

他 を.主題 とす る。

文化統計学一 狭義の文化,つ ま り知 的 ・風習上 ・宗教 上の形 成物の形態 と段階 を描写

す る。

これらいずれの分野にあっても,社 会統計学の任務は統計方法を駆使 して社会

的事実の確認,当 該事象の因果関連を提示することにある。 こ・でい う因果関

連の提示とは,例 えば餓饒と物価騰貴の年には結婚 ・出生減少が起こり,犯 罪

や移民の増大,死 亡(特 に幼児死亡〉増加がもたらされることを数量的に立証

し,生 活苦とその他社会事象との間の局所的部分的であるが原因と結果との結

びつきを解明することである.bとにいえ,こ れに法則という尊称を与えること

はできないb既 述のように,時 と場所をこえて普遍的に妥当する力の恒常的作

用に関する命題とまではいえないか.らである。従い,統 計学はいま問題 とする

事象に関する 「人間意思の動機」絢について語るに留 まるべ きである。人間行

為をひき起こすさまざまな動機に着目し,そ れらの共働 ・排反関係,結 果への

その現われ方を調べ,意 思決定の中でその うちの肯定されたもの,逆 に否定さ

れ放棄されたものを識別 し,さ らに放棄された ものが別の条件下で新たな事象

の起因になっていないか どうかを確かめることである。これらを研究の最終結

論とみることはできないが,内 容の豊かでよく整理 ・限定された研究素材 とい

え,単.な る主観的印象で綜なく,合 理的観察に立脚 した現代の社会と国民文化

26)こ の動 機(MoUv)と い うの は,「 人間の類 的性格 に根源を有 し,ま さにそれがため この動機

を鼓舞する同 じ刺 激の与 えられ るところでは さまざまな強度で もって,た ずしか し,特 殊な場合

で もこの動機が他 のよ り強力 な動機 によって無効にされる ことがない という前提 のもとでのみ,

あまね く作用す る」(Statistik、S.714-5.)も のであ る。
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生活に関する映像(Bild)と いえる.ものである。こ・で統計学の任務は終る。

それ以上の理論的研究な り実践的判断は,こ れを経済学や人口論,財 政学,経

済政策にまかせなくてはならない。

社会統計学は自己完結的な一個の学問ではあるが,こ れは人間生活に関する

経験科学に共通する補助科学としての自立性で昂る。学問的分業にあってか ・

る補助的役割をになう分野は不可欠であるし,も し統計学がこの役割を全うす

ることがなかったなら,人 間生活についての経験科学の発達は数世紀後戻 りし,

いまだその幼児期を脱 し切れてはいなかったであろう。

記述的統計学の第2の 構成部分は政治統計学である。これは国家行財政,軍

事,教 育 ・教会,等 の社会科学には属さな く,本 来が国家科学の論ずる問題と

か ・わる。確かに国家は集合概念ではな く,ひ とつの制度 ・支配体制であ り,

その属性は集団観察ではなく,史 料 ・法 ・制度から把握されるものである。国

家そのもの ・認識には統計方法は無関係といえる。だが,国 家め行動はさまざ

まな領域にまたが り,多 様な個別分野に分かれ,多 彩な関係を秩序づけ,そ こ

から大量の適用事例 と機能がひき出されて くる。これが集合を構成 し,そ の捕

捉 には統計方法が要請され,こ の捕捉なしには国民生活の理解も達成されない。

こうして財政,軍 事,司 法,行 政統計が成立 し,さ らに関税,徴 兵,犯 罪や救.

貧,学 校や教会,医 療統計が派生 して くる。例えば,税 ・関税と税収入は一方

で国家財政であり国家の権勢を特徴づけるものとな り,他 方で国民 とその経済

活動,富 と消費に関係 してくるように,国 務遂行それぞれが一面で国家権力そ

のもの ・行使であ りなが ら,他 面で国民生活全体をお ・い,国 民の現状を特徴

づける大量の事例をひき起 こす。国家制度のこうした二重の性格から政治統計

学の とり扱 う集団的な事例が発生 して くる。

直接には国家活動を写 し出し,間 接的に社会と国民生活の現状にか ・わっで

くるのが政治統言1'学である。 これはどのように位置づけられるべきか。政治統

計学は国状論(国 状記述)の 一分肢 となり,国 家の現状に関する経験的資料を

蒐集 ・総括 し,政 治学や財政学,行 政学が理論的構成に当た り,ま た国家的政
＼

1

.

睡

陶

』屡星
一

」
置
ロ塵■鵬
■
量
冨
覆
ξ

軽

ー



22(22)第161巻 第1号

策 行 動 が 実 施 され る に際 して,そ の補 助 知識 を提 供 す る もので あ る。 国 状 論 の

集 め る知 識 は広 汎 で あ り,そ の 中心 は国 法 や 公 的権 力 の制 度 や 組 織 に関 す る も
メ カ ニ ズ ム

の で は あ る。 しか し,国 家 機 構 そ の もの が どの よ う に働 き,社 会 や 国 民 生 活

の 大 量事 例 とか ・わ っ て くるか,こ れ を事 実資 料 に も とづ き描 写 す る こ と も必

要 とな る 。 これ こそ政 治 統 計 学 の 領分 で あ る。 従 い,政 治 統 計 学 と は,社 会 統

計 学 が社 会科 学 の補 助 科 学 で あ るの と同様 に,国 家 科 学 に奉 仕 す る国 状 記 述 に

あ って,統 計 方 法 の適用,な らび に業 務 記 録 か らの枚 挙 と集 計 か ら得 られ る国

家 活動 と国民 生 活 につ い て の 数値 資料 の 要約 提 示 に 当た る国 家 科 学 の 補 助 学 問

とい う こ とに な る。

以 上 が 本 節 当初 に示 され た リ ュー メ リ ンの統 計 学 観 が 提 示 さ れ る経 過 で あ り

根 拠 で あ る。 論 旨 はす べ て が統 計 方 法 を軸 に して展 開 され て い る こ とが わ か る 。

す なわ ち,ま ず 第1に,統 計 に まつ わ る一 切 の 事 柄 が 統 計 方 法 の 利 用 に 集約 さ

れ る と し,こ の方 法 の普 遍 的 な経 験 的研 究手 段 と して の特 徴 が 究 明 され る助。

次 に,こ の方 法 が 成効 裡 に適 用 され うる対 象 領 域 が 問 題 にさ れ,.自 然現 象 と類

概 念 との対 比 に お い て社 会 現 象 と集 合概 念(多 数=,あ るい は 群 概 念)知 の特 異

.性 が きわ 立 た せ られ る。 そ して統 計 方 法 は この 後 者 の 集 合概 念,従 っ て社 会 現

象 と密 接 不 可分 の 関係 に あ る こ とが 示 され た 。 第2に,.こ ・か ら論理 的方 法 と

して あ る統 計 方 法 は,現 実 に は国 家 行 政 の 枠 の 中 で 官 庁 統計 調査 と して具 体 化

され るの だ が,こ の現 実 的運 用 に まつ わ る諸 問 題 も広 く方 法 論 的 考察 の対 象 と

され た 。 第3に,統 計 方 法 の利 用 か ら得 られ る帰 結 の 意 味 が検 討 さ れ る。 社 会

法 則 との 関 連 で統 計 的表 示 結 果 の 性 格 が 解 明 さ れ,そ れ が法 則 析 出 の た め の基

礎 的 認 識材 料 に終 る こ とが 説 明 され た 。 そ して 最 後 に,こ の よ うな結 果 を もた

らす 知 識 領 分 一統 計 学 を 人 間社 会 に関 す る経 験 科 学=社 会科 学 ・国家 科 学 に共

27)リ ューメリンによると,「概観できないほど多数で多様な事柄や過程を,全 体でかあるいは部

分的にか一致する現象を群にまとめ,概 念の確固とした語標によってそれをより小さな概括的な

数に縮約することによって克服することは,す べての入間思考の普遍的な基本方向」 〔Statisdk,

S、706一ア、〕であり,そ れを具体化 したものが統計方法である。

28)リ ュー メリンは集合概 念に替えて,こ の多数概念 〔Plurarit盃t曲egriff),あるいは群概念

(Gruppenbegriff>を用いることがあるDStatistik,S、707,719、
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.通 す る補 助 科学 と規 定 しなが ら,こ の 補 助 とい う言 葉 に結 びつ く消 極 的 な性 格

づ けで は な く,基 礎 的社 会 科 学 と して の そ の 積 極 的 役 割 と効 用 を説 き,統 計 学

の体 系提 示 まで 進 む こ とに な った 。

III社 会理論と統計学

1.リ ューメリンはその生涯最後の年に 「社会概念 と社会理論について」29)を

公表 し,社 会(Gesellschaft)に 関する新たな普遍理論確 立とそのアカデ ミー

の教材.としての認知を訴え,.この中でこの社会理論 と統計学の関連について興

味ある所論を展開している。

統計学 とは社会 ・国家科学双方に奉仕する 「普遍的な補助科学」であ り,こ

れがためこの 「主人」が もともと何を望み必要としているかを識っていなくて

はならない。そこで,統 計学者であ りながら,社 会 という基本概念が何を意味

し,こ れについての一般的で基本的な学問が成立するのか,そ れはどのような

意味においてかを考察す る権利を有する。まずは語源的にGesellschaftの 含意

するものを追跡 し,そ れが少なくとも日常的意味,法 的意味,そ して社会理論

的意味をもった3つ に分かれることを提示する。中心問題はこの第3の 意味で

あ り,そ こでは社会は,日 常的な社会.(仲 間内の欲求にもとつ く目的のないゆ

るやかな入間の絆〉 とも,法 的な社会(特 定目的を実現するための契約にもと

づいた人間の結合)と も異なって定義される。社会とは人間の諸生活圏,さ う

には全般的な人間交流 ・相互関係 を保ちながら共同に生活 しているすべての

個々人をひとつの全体に包摂 した ものである。とはいえ,社 会は無限に広 く人

類全体を意味するものではなく,精 神交流があ り,同 様の思考や行動 人生観

や歴史的体験をもとに結びついた人間の集団=国 民が構成の主体であること湘b

29)G.RUmehn,UeberdenBegr迂fderGeselkchaftundeinerGe5el正schaft苫lch-o,D8π ∬c乃8Rπ π4・

schwa,Bd.61,1889,S、36-49.後 に,魚 融 π麗.ハψ 砒2,Fg.3,S.24877,に 収 録 さ れ る 。 〔以 下,

引 用 に 際 して は,Gesdlsehaft,と 略 記 し,Rε4朋 μ渦4蛭 職 か らの ペ ー ジ を記 す 〕

30)リ ュー メ リ ンに お いて,国 民 概 念 は 極 め て 限 定 さ れ た 意 味 で 用 い られ てい る。 それ は,人 間 の

共 同 生 活が 社 会経 済 的 に も.文化 的 に も高 度 に 発 展 し,国 家秩 序 を保 つ 中で,堅 固 な共 通 感 情 で/
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ま た 自.由な私 的個 人 の.まと ま りで あ る社 会 に対 し,.国 家 は支:配的 な力 と して 君

臨 し,そ の 意思 を お しつ け,そ の 下 で社 会 は存 続 し秩 序 を保 つ こ とが で き る こ

と。 こ の二 重 の限 定 を受 け る。 特 定 の 歴 史 的地 理 的境 界 内で 生 活 す る個 々 人 は

一 面 で は全 く孤 立 した 離 散 的 な存 在 で あ る が
,他 面で は特 定 の支 配 権 力 に服 従

させ られ る存 在 で もあ る。 この 間 には 強弱 さ ま ざ ま な多 様 な相 互 関係 を保 ち,

国家 秩 序 に よ っ て設 け られ た 制 限 内 に あ っ て,同 類 の文 化 段 階 に位 置 す る個 々

人 の 結 合 が み ら れ る。 こ.う し た 人 々 の 共 同 生 活 と行 動 に 拡 が っ て い る 網

(Netz)の 全 体 を 社会,あ るい は市 民 社 会 とい う こ とが で き,こ れ ら個 々人 へ

の もつ 力 の 自 発 的 で 強 制 さ れ る こ との な い 集 団 ・,相 互 作 用(Massen=,

Weckselwirkung)を 社 会 現 象 と よぶ こ とが で き る3D。

で は,こ の社 会 に つ い て の特 殊 な学 問 は成 立 す る のか 。 成 立 す る とす れ ば,

ど の よ うな 形 で か 。 社 会 現 象 に 関 す る学 問 は そ の記 述(beschreiben)と 説 明

(erk1註re草)と い う2つ の採 るべ き途,あ る い は 課 題 を もつ 。 前 者 の 記 述 は特

に所.ワの 時 点 ・現在 の社.会状 態 を秩 序 立 て ・整 理 す る こ とで あ る。 記 述 手 段 に

は,独 自の 直感 な り 日常 的経 験.豊 富 な文 献 資 料,そ して社 会 統 計 の3つ が あ

るが,社 会 現状 の記 述 とい う 目的 に直 接 に役 立 ち,他 の知 識 や 経 験 が断 片 的 で

不 完 全 で あ るの を補 完 す る のが 社 会 統 計 で あ る。 そ れ は 「方 法 的集 団観 察 とい

う手段 を通 して,つ ま り全 国民 と全 時 期 に また が った観 察 網 を通 じ,調 査 と年..,

ご と国 ご との比 較 を行 い なが ら社 会 生 活 の特 徴 的 な現.象を把 握 す る。 社 会 とい

う現代 的 な概 念 は も と も と統 計 方 法 が 利 用 され,そ れ が ます ます 拡 ま り深 め ら

＼結 ば れ た 「魂 を も った 側 性 的 存 在 」 〔G.Rumelin,UeberdenBegriffdesVolkes,R醜 肺.A4

∫改8.Fg.1,S.IO8.以 下 .引 用 に 際 して は,V[.,1k,と 略 記 す る:1で あ る。 具 体 的 に ば,キ リス ト

教 的 ヨ一 回 ワパ 文 明 にあ る人 間共 存 を想 定 して い る 。

31)「 社 会 的,あ る い ぼSDcLalな 現 象 とい うの は,国 家 秩 序 に よ って ひか れ た制 限 内 で,同 種 の,

あ る い は 同 類 の 文 化 段 階 に あ る個 別 的 諸 力 の 自発 的で と らわ れ る こ との な い 集 団=,相 互 作 用 で

あ る」(Gesellschah,S.259、)。..・ 方 に分 散 した 個 々人,他 方 に統 一 的 な 国 家 秩 序 が あ り,そ の 中

間 に 多様 な 人間 共 同生 活 の 網 が 張 りめ ぐ らさ れ,自.発 的 な 人 間活 動 が 集 団 と して 現 わ れ,こ れ を

社 会 現 象 とみ なす 。 ご う し た りュー メ リ ンの 考 え は,既 にR.モ ー ル の1850年 代 に提 示 した もの

で あ り,そ の社 会概 念 の継 承 とす る 見 方 もあ る。EAnge皿ann,Robert.nMob[1799-1875,

Neuwied.1962.S.3呂4.
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れたことによつえ初めて正確に規定され,科 学的に利用することが可能になっ

たのである」鋤。社会統計の拡充があったればこそ社会の発見が可能であった

し,社 会の正確な現状記述は何よりも社会統計に頼 らねばな らない。社会統計

は記述の最 も有効な手段である。

次に,.単 なる記述をこえて社会現象の説明,つ ま.りその形態 と法則を提示す.

るという困難だが魅力的な課題がある。まず,説 明さるべき対象二社会 とは何

か。これに関し先に人間共同生活と行動の網の拡がりの全体 と規定された社会

をひき継ぎ,リ ューメリンはさらに独自の社会哲学;社 会衝動論 ともいうべき

ものを展開する。経済生活と精神的努力の結果から様々な社会的形成物が うみ

出されるが,こ れは統一的な意思や国家権力そのものによるのではなく,相 互

に関連 し合った個 々人の自由な活動の成果である。とすれば,「多数人間の無

意識で望んだわけでもない行為から,よ り理性的なものがいかにして発生する

のか」ゆ。 このメカニズムを説明しなくてはならない。これまで もその説明の

試みには種々のものがあった。中でも最 も有力な理論として有機体説があり,

有機体とその細胞,組 織,生 理機能を人間共同生活に類推し社会の機構や関連

を説明できるとした。あるいはそれがダーウィニズムと結びつき,遺 伝 と生存

競争における適応から人間社会の進歩 も解明で きるとされた。だが,リ ューメ

リンはこの見解を拒否する。.なぜなら,有 機体説は個々人が 自由意思をもち,

思索 し感情を働かせ意欲する独 自存在であることを否定 し,そ れ を全体の一
命　いガン

器官 としかみないからである。また,個 々人の中から卓越 した人物が登場し,

大衆を導 き,社 会の暗部をとり除き,偏 見や憎悪,不 正や虚偽をのりこえる中

から発展がみ られ,完 成化と目標達成があるのだが,有 機体 説はこの道筋を捉

えていないか らである。そこでいわれる目的を定立する社会 的生物というのは

不可解な補助手段で しかない鋤。 これに較べると,社 会生活 を動植物の自然生

32)

33)

34)

G.Rnmelin,(lce【15chaft,S.260.

G.RUmehn,Gael】schafL,S.261.

リ ュー メ リ ンは 早 くか ら有 機 体 説 に は強 い 反撥 を も って い た 。 「こ の企 体 〔国民 の こ と一 引/
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活 にみ られ る共棲 と類 推 す る こ との 方 が よ り説 得 的 に も.みえ る。 だ が,こ の 説

明 に も,人 間社 会 に独 自の意 識 と心 理 現 象 の 内 的相 互 関係 が 欠 落 して い る。.い

ず れ の説 明 に も,人 間 とい う類 に 備 わ った 力(Macht)と 衝 動(Trieb>と い

う要 素 が 欠 け て い る。 社 会 の説 明 はそ れ を出.発点 にお き,従 っ て心 理 学 的 基 礎

の 上 にお い て の み正 し く構 成 され よ う罰。

で は,こ の衝 動 と は何 か 。 衝 動 は 「感 覚 世 界 にお け る 唯 一 の 運 動 す る力 」36i

で あ り,こ れ は何 らか の 形 で 感 受 さ れ た 善(G亘ter)を 知 得 させ る刺 激 とな り,

人 類 の追 求 しな くて は な ら ない 方 向 ・途 を開示 す る もので あ る。 衝 動 には 個 人

の 生 存 を め ぐる 自己保 存 衝 動, .他 者 との 同化 ・共存 を求 め る共 生 衝 動 と もい う.

べ き もの一 これ は本 源 的 な家 族 愛 か ら始 ま り,さ らに社 会 的 な共 存 ・群 形 成

を ひ き出 し,他 者 との 共 感,人 間 性(humanitas)の 発 生 源 とな り,人 間社 会

の 本 来 的 な識 別標 識 とな る一,そ して最 後 に理 想 的.目標 に向 って 人 々 の 意 欲.

と行 動 を ひ き起 こ.し,そ こ に統 一 と調 和,秩 序 を もた ら し,個.々.人 を普 遍 的 に

妥 当 す る ものへ 結 びつ け る衝 動 が あ る。 これ は価 値 刺 激 を よ び起 こ し,人 間 の

もつ 学 問や 法,芸 術,倫 理 や 宗教 の 源 泉 と もな る。 以.ヒ.,3つ の ク ラス の 衝 動

が あ る。 こ う した衝 動 の相 互 関 連 の 中 で,ど れ が 互 い に調 和 ・促 進 し合 い,逆

に相 互 のや り と りで どれ が対 立 ・競 合 して い る のか,こ の 解 明 が 問 題 とな る。

こ ・か ら,多 数 人 間 の 共 同 生 活 の 影 響 の も とで,人 間 の 衝 動 生 活(Trieb・

leben)が どの よ うな 自然 的 な 集 団=,相 互 作 用 を ひ き起 す か,こ れ を 究 明 す る

理 論 が 必 要 とな る。 こ れ が 社 会 理 論(Gesellschaftslehre)に 他 な ら な い3%

＼用者)は いま非常 に好 まれている有機 体と しての類推 にの っと り捉 えられ,そ の個々の構成分子

はそれ 自体 のため には存在で きず,無 限の相 互作用 とまた全体 との作用において初めて,生 々 と

した統 一 のため に相補 うものな のか?」 〔Volk,S.89.)と 問い,「 心理 的生活 は実に有機的な そ

れ よ り高次 の存在形態であ り,よ り低 次の秩序 の類推か らは解明 よりも歪曲や不 明の方が多 く出

て くる」 〔Gesch虹じhte、S.222.)と し,否 定 的な答 えを示すのが りュー メリンである。

35)「 人間社会で は意識 の世界,心 理 的現象 へ入 り込み,人 間間には……無限 によ り内的 な相互 関

係(Rapport)が 成立する。 社会的事実の理解のため には,本 性,つ ま り人類の天性.の力 と衝動

以外 のいか なる出発点 もみい出される ことはな く,社 会理論 は心理学的な もの以外の基礎 の上 に

構成 され ることは決 してない」(Ge』dl5c㎞ft,S.266-7.)

36)G.Ru.dl.,Lead且3chaft,S.267、
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個 人 の 精神 の あ り方 を扱 うのが 心 理 学 とす れ ば;社 会 の 理 論 は 人 間 の 衝動 が共

同生 活 とい う要 因 によ って どの よ うな集 団 的 作 用 と変 化 をひ き起 すか,い わ ば

社 会 心 理 の 問題 を と り挙 げ る こ とに な る。3つ の ク ラス の衝 動 は すべ て の 人 間

に備 わ った 類標 識 で は あ るが,そ れ が 個 々人 に発 生 ・発 現 す るあ り方 は多 様 で

あ り,一 見 捉 え ど ころ の な い よ うに もみ え る。 しか し,現 代 文 化 国家 に お い て

は,こ れ ら衝動 は ば らば らに分 散 され る こ とな く人 間共 同 生 活 の 中 で ま とま っ

て表 出 し,ど の衝 動 刺 激 に も比 較 的大 きな集 団 作 用 が 加 わ り,衝 突 の 絶 え な い

と ころで も自立 と共 存 へ の傾 向が 併 行 して 作 用 す る。 さ らに,先 の 第3ク ラ.ス

の価 値 刺 激 が 常 に作 用 し人 間 の思 考 と意 欲 に秩 序 と共 鳴 を もた らす 。 とは い え,

これ らが どの よ う に組 合 わ さ って現 わ れ るか,そ の 可 能 性 を 見 通 す こ とは 難か

しい。 こ の よ うな働 き方 ・現 わ れ 方 を とる のが 衝 動 とい え る。

2...こ ・か ら,普 遍 的 な社 会理 論 とは 「こ う した 多 様 な(衝 動 の)相 互作 用 の

主 た る 形 態,牽 引 す る ・反 撥 す る,ま た 促 進 す る ・防 害 す る衝 動 力(Trieb-

mAchte)を 提 示 す る」認1こと を課 題 に す る。 さ ら にい え ば,現 実 の 共 同生 活 に

あ っ て,個 々 人 の 間 に は そ の力 と衝 動 が 冷 淡 で 無 関 係 な もの と して作 用 す る

(単 な る隣 人 関係),相 互 に競 合 ・対 立 す る形 を とっ て働 く(敵 対 関 係),同 一

目標 に 向 っ て相 互 に ま と ま り共働 す る(協 力 関係)と い う形 態 を とる 。 これ に

さ ま ざ ま な契 機 や 観 点 が つ け加 わ り,.多 様 な絡 み 合 い の 中か ら現 実 の 共 同 生活

が 形 づ くられ て ゆ く。 例 え ば,営 利 生 活(Erwerbsleben)に.お い て,個 々 人

は生 存 競 争 の下,自 己 の 生存 を め ぐ って 闘 い,そ の 必 要 の な い 場 合 に は他 者 に.

無 関心 とな る。 こ う した 個 々の努 力 が もた らす 集 団 作 用 は個 人 間 の 絶 え 間 な い

競争 で あ るが,他 方 で技 術 や技 能 の進 歩 小 さ な特 殊 経 営 か ら大 規模 な 世 界市
ゲ ノ ツ セ ン ン ヤ フ ト

場への発展,ま た分業の進む結果,職 業クラスごとに一致団結 と団体組織 の

結合をもたらす共通利益 を派生させる。こ.のプロセスと結果を社会理論は提

37)「 社 会 理 論 とは,多 数 の 人 々の 共 同生 活 の 影 響 下 で の,人 間 の 衝動 生活 の 自然 的 な集 同 旨,相 互

作 用 につ い.て の理 論 で あ る」(GesellschafしS,267、 〕

38)G.R〔imehn,G唱 肥1』chaft,S.272.

1

出
国甲

」
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示 す る。 こ ・か ら,社 会 理 論 は.「共 同 に 生 活 し,交 流 を も った 人 間 の 集 ま り

(Menschenmenge)の,.自 由 で 個 別 的 な 力 の 集 団 ・,相 互 作 用 に つ い て の 理

論 押 とい う こ とに もな る。

加 う る に,社 会理 論 に は基 本 衝 動 の どれ が 支 配 的 で あ った か をつ き とめ,人

類 の歴 史 的 発展 法 則 を解 明 す る とい う課 題 も与 え られ よ う。 とは い え,こ れ に

は 意思 自由 論争 が絡 み 難 か しい 問 題 と して,そ の 解 明 を歴 史学 に 譲 ら ざ る を え

な い。 社 会理 論 と して は少 な ぐと も,特 別 な 不 都 合 や 反作 用 に よ っ て妨 害 され

る.ことは あ って も.,社 会 に は安 定 した 前 進 方 向 が あ.り,知 識 と熟 練 の世 代 ご と

の つ み 重ね がみ られ,危 機 時 には そ れ を の りこえ る途 を示 す 卓 越 した 個 性 が 現

わ れ,人 間 的 な見 方 と ご く少 数 の 者 だ け に 限 られ て い た 人 間生 活 の基 本 命 題 と

が,正 義 と法 の形 を と って 実 現 し,逆 行 す る動 きに対 す る防 波 堤 を形 づ く る,

こ う した 入類 発 展 の プ ロセ ス を 示 す こ とはで きよ う。

普遍 的 な社 会 理論 は心 理 学 的 基 礎 に拠 って,と りわ け衝 動 理 論(Trieblehre)

に も とづ き,社 会 生 活 の 本 質 的 現 象 を 表現,説 明 し,理 解 させ る もの で あ る。

と ころ で,社 会1よ人 間 共 腰k活 の す べ て の現 象 と過 程 の 素材 ・内 容 を含 む 。 し

ヵ・し,こ れ ら現 象 と経 過 の 秩 序 を 自 ら うみ 出 す 力 を もた な い。 国 家 が 権 力 を

も って この秩 序 づ け に当 た る。 秩 序 づ け は 法 の形 を と り,確 固た る命 令 規 範 と

して 存 続 し,社 会 もま た 国 家 自体 もそ れ に 服 従 しな け れ ば な ら な い。 法 ・国

家 ・社 会 三 者 の 相 互 関 係 を この よ うに考 え る と,普 遍 的社 会 理 論 はそ れ ら三基

礎 概 念 が と り挙 げ られ る一 連 の 知識 分 野,つ ま り社 会 科 学 を も含 んだ広 義 の 国

家 科 学 の最 初 の 序 論 部 分 を 成 す 。

しか し,ド イ ツに お い て この社 会理 論 は独 立 の知 識 領 分 と して ほ 認 知 さ れず,

アカ デ ミーで の 正 規 の 教 材 に と り挙 げ られ て い な い。 リュー メ リ ンは これ は ド

39)G.RUmelin,Ges巳1【schafらS.274,こ の.見 解 の 中 に,後 の 「関 係 社 会 学 」(Bezjεhu㎎s-

s〔由d㎎ 旬 の 課 題 とす る と ころ の もの が既 に 先 取 り され て お り,リ 二 一 メ リ ンを して ドイ ツ に

お け る初 期 の 社 会 学 者 の ひ と りと す る 見 方 もあ る。Lv.Wi㈱ 。,GustavR吐 血ehnsRedeUb巳rden

BegriffderGesεllschaftunde…nerGesdlschaft5】ehrqZ醜 ん.ブ485必 雄5z師風,Bd.1ユ3,1957,S.

354.
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イ ッの 立 ち 遅 れ と,.ま た 例 え ば,A.シ ェ フ レの 『社 会 体 の 構 成 と生 命』細 と

い った 内容 的 に は社 会学 的研 究 とい え る もの が既 に あ った に もか ・わ らず,社

会 理論 構 成 が 全 体 的 に未 熟 で あ る こ との反 映 とみ る。 だ が,時 は既 にか ・る社

会 理 論 翼社 会 学 〔Sociologie)を 高 等 教 育 の 中 で認 め る段 階 に来 て い る。 そ の

お か れ る場 所 も法 学 部 や 哲 学 部 で は な く,独 自の学 部 と してあ る国 家 科 学部 で

あ り,国 民 経 済 学,入 口 論,統 計 学 と 並 ん で 普 遍 的 社 会 理 論(allgemeine

Gesel15chaft51ehre>の 名 で 独 卒 した 地 位 を確 保 す べ きで あ る4㌧

以 上,リ ュ「 メ.リンは 独 自 の もの と もい え る社 会衝 動 論 を も と に,「 人類 の

全 体 的 発 展 が た ど り,た ど っ て きた 際 の普 遍 的 形 態 と法 則 」4御の 探 究 一 これ

は か っ て は歴 史哲 学 の テ ーマ で あ った が一 を社 会 理 論 に まか せ る。 だ が,そ

れ は単 な る思 弁 や 物 語 と して 叫 まな く,確 固 た る事 実資 料 に拠 っ た実 証 的研 究

と して な さ れ るべ きで あ り,こ ・に社 会 理 論 と社 会統 計 学 との新 た な共 働 関 係

が うま れ て くる。 出生 や 死 亡,婚 姻,移 住,職 業選 択 犯 罪 や 訴 訟,等 々,ζ

れ らは 一見 した と こ ろで はそ れ ぞ れ が個 人:生活過 程 で偶 然 で 他 と無 関係 にみ え

よ う。 だが,こ れ ら を ひ とつ の 集 団 と して み る と,国 民 全 体 の社 会 関係,経 済

状 態,道 徳 状 態 の あ り方 と動 き を示 す 重 要 な徴 候 とな る。 こ の よ うな個 人 生 活

過 程 の.単な る併 存 で あ って も,そ の全 体 結 果 は 国民 生 活 の基 本 的 な特 徴 事 項 を

成 す。 そ の捕 捉 ・提 示 こそ 社 会 統 計 学 の テ ー マ に他 な らなか った 。

Ivリ ュ ー メ リン社 会 統 計 論 の位 置

リ ェ 「 メ リ ン の 統 計 理 論 を 一 言 で 性 格 づ け.る と,そ れ は ヴ ェ ル テ ン ベ ル ク統

計 地 誌 局 で の 現 実 活 動 を 眼 前 に据 え,そ の 道 筋 を 理 論 的 に 整 理 ・合 理 化 した 結

40)A.Schame,魚 に姻4ム 舶6η命 ∫o`'μ勧 κ∂麟,4Teile,Tubingen,1875-s.同 国人で,1860-8

年 にか けてテ ユー ビンゲ ン大学で政:策学や 行政学 の教授 を務めた ことのある シェフ レの理論 は社

会 有機体説に もとず き,リ ュ… メリンの社 会心理説 とは相容れない。 にもか ・わらず,社 会理論

と して もつその先駆的意義 を認めるのにやぶ さかで はなか ったD

41>リ ューメ リンが総長を務めていたテユー ビンゲン大学 には法学部 とは別に国家経 済学部が1別7

年 に設立 され,こ れが92年 に国家科学部 となってい る,自.分 の大学に社会学を正式の教科 として

とり入れたい とす る実践的志 向があった と思われ る。

42)G.R{藍meli恥Ges巳llgcha{t,5.248.
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果その.ものといえよう。土地測量や気象観測を含んで開始された統計地誌局の

活動ではあるが,や がてLandesstatistikllk成 を軸 にした本来の統計局へ と発

展 してゆく。こ・に,統 計学,統 計的と称される営為からその作業行程を統計

方法 として抽象化 し,そ の運.用形態 と手続段階を理論的に整理する条件が熟 じ

てくる。母国の現状を調査 ・描写するという地味ではあるが堅実な統計局の作

業が充実 し,さ まざまな領分にまたがって多量の数量的表示と要約 ・総括がつ

み重ねられてくる。こうした雑多な実務 と多種多様な資料の中から,唯 一共通

するもの ・統一的なものを探し出すとすれば,そ れ.は集合概念と統計方法以外

にはなかっだ。この2つ の要素を軸に他の研究方法や知識領分と統計的認識の

同一と特.に相違が検討され,統 計学の理論的個性が明 らかにされた。しか も,

統計局の作業は基礎資料の蒐集と要約提示(=記 述)を 本務とし,こ れを行政

や政策立案,ま たアカデミーでの研究に具するところにあった。つまり,あ く

まで行政とアカデミーへの下僕 としての統計であった。要約提示をこえたそれ

以.ヒの認識 レベルをもった作業は例外であった.し,統 計局のもともとの業務に

はな じまない。統計学を共通する補助科学 とす る規定を一貫 して.主張す る

リューメ リンの考 えは当時の統計地誌局がまさに補助的,あ るいは基礎的と

いってもよい作業に終始していたことに制約されている。 しか し,そ の眼は統

計実務の雑多性に埋没することなく,ま たケ トレー理論にあるような統計学と

統計方法,統 計的法則への過大評価,逆 に自然科学的研究や観察での統計方法

の副次的機能や劣 った役割,ま た数理操作や確率計算のもつ複雑さにまどわさ

れることな く,統 計局の作業行程に隠されているその方法論理構成の特質をみ

きわめていたといえ.よう。

さて,か ・るりューメリンの統計理論はその後の ドイツ社.会統計学の展開と

どのようなか ・わりをもつ ものか。方法論的補助科学 とするその規定からは複

数の異なった思潮が派生するようにはみえないが,そ こには後に社会統計学の..

主流や傍流を形成することになるい くつかの要素が隠されている。

それはまず第1に,リ ューメリンの理論には既に後のマイヤー的構想が潜在
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して い る こ とで あ る。 調 査 手 続 の方 法 論 的検 討 に当 た る形 式 科 学,統 計 利 用 を

通 じて 国 民 生活 と社 会 経 済全 体 の数 量 的 映 像 を獲得 し,な お構 成..ヒの特 徴 と発

展 傾 向 を解 明 す る実 質科 学,こ の両 者 を併 せ も った独 立 の精 密 社 会 理 論 が マ イ

ヤ ーの い う統計 学 で あ る。 統 計 方 法 の 利 用 を も って して得 られ る ものが 経 験 的

規 則 性,局 所 的 因 果 関連 に留 ま る と し,統 計 学 の 実体 科 学 と して の資 格 を否 定

.した の が り ュー メ リ ンで あ っ た。 問題 は リュー メ リ ンの い う法 則 が あ ま りに も

厳 密 で 狭 す ぎ,経 験 的事 実 に そ ぐわ ない 点 にあ る。 そ もそ も社 会現 象 にみ られ

る法 則 が 多 くの 制 約 条件 の 下 に現 わ れ る規 則 性 や 部 分 的 な 因果 結 合 で あ り,現

象 を ひ き出 す根 源 的 なカ ー リ ュー メ リ ンのい う衝動 一 に まで 遡 及 し,そ こ

か ら演 繹 して 得 られ る力 の恒 常 的 な作 用 形 式 ま法 則 な る ものが む しろ例 外 的 な

結 果 で あ る と もい え る。 この よ うな常 識 的 な考 えか らす れ ば,社 会 経 済 と国 民

生 活 の特 徴 描 写 と部 分 的 因果 関連 の提 示 を も含 んだ 合 理 的 解釈 の 中 に,実 質 科

学 の備 え るべ き機 能 が,つ ま り,リ ュー メ リ ンの い う記 述機 能 の 中 に法 則 提 示

機 能 が 既 に含 まれ て い る と もい え る。 事 実,マ イヤ ー は統 計 理 論 と統 計 的法 則

の 関 係 を そ の よ う に捉 え て い る1%リ ェー メ リ ンの 記 述 統 計 学 は マ イ ヤ ー に

あ って はそ の ま ・実 質統 計 学 を構 成す る こ とに な る。従 い,リ ュー メ リ ン理 論

とマ イ ヤ ー理 論 で は,統 計理 論 や 法則 の解 釈 に違 い はあ るに して も,そ の理 論

構 成 に は極 めて 大 き な類 似 性 が認 め られ る。.とい う こ と は,両 理 論 と もそれ ぞ

れ の時 代 の官 庁 統 計 にみ られ た統 計 作 業 を対 象 に,そ れ を忠 実 に理 論 的 に整 理

した結 果 以 外 の もの で は な か った こ とを意 味 す る。

43)マ イヤーは時と場所の制約を受けた経験的な集団法則を統計的法則とみなし,その種類に状態

法則 ・事象法則 ・発展法則 ・因果法則の4つ があるとするりこ・でぽりューメリンのいう焼則性

なり局所的因果関係はずべて統計的法則にとり込まれている。マイヤーはこうした統計的法則の

提示をもって統計学の実質科学 としての機能が果たされうると考える。G、v.Mayエ,5艇2∫'f鳶

即4G郡rr傭漉4忌∫`肋r8,Bd.1,7光ε伽囲∫`加∫細読ガ5'液1895,2、AufL,Tubmgen,1914,S.199-204.

大橋峰憲訳 「統計学の本質と方法』小島書店,1943午,473一 幽ページ.ま た.G.v.Mayr,Die
st≡LtistischerlGヒSOtze,β潤漉`加ぬrI鳩,露 鵡1η,θm曜ごoηα'づ85餌'∫如岬,TomeIX,2.Liv.,1896,

PP.296-310,を 参照.な お,リ ューメリンの立場が物質(自 然)と 精神(社 会)の 二元論に固

執し,後 者にある意思自由が法則のもつ明確さと必然性とは相容れなく,こ ・から社会法則否定

論が出てきたとする見方もある。L.Gumplowicz,Gη 舷灯55虚r&癖o釦g¢,1885,2.Ma.,Wien,

1905,S.104-11.'
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第2に,リ ューメリンの技術的統計学,し かもその形式的側面における統計

方法をとり挙げ,そ れを一般的研究方法とみなし,そ の論理的性格を検討する

方向が出てくる。文字通 り形式的方法科学として統計学を規定する見解である。

、リューメリンもいうように,80年 代以前,統 計方法の特異性に着目しその性格

や役割を他の認識手段との比較において解明しようとする論理学的 ・方法論的

研究はほとんどみられなかった。だがその後 蒐集をこえた統計利用局面の拡

大 と豊富化に伴い,利 用の方法手続の比重も高まり,調 査と利用方法を統計方

法の中で一体化させ,こ れを研究方法として自立化させ,そ の認識様式の特殊

性を究明する必要が大きくなってゆく。加えて,19世 紀末以降,数 理的方法が

解析手法として導入され出すという新たな局面を迎え,そ の位置づ けや限定を

めぐる検討をも含んで,統 計方法に対する方法論的研究がより重く困難なもの

として統計理論の主要課題 となってゆく。この動きは後の今世紀3⑪年代に ドイ

ツ社会統計学に個性的な思潮=フ ランクフル ト学派統計学を形成させることに

もなる的。
ゾ ギ オ ゲ ラ フ イ　

第3に.,そ の理論には社会誌学,さ らには経験的社会研究の萌芽が.含まれて

いる。上でみた 「社会概念と社会理論について」には社会理論の構想と併行 し

て独 自の社会調査開拓への道筋が隠されている。衝動力に誘発された人間の共

働 ・反撥 ・統合作用から,経 済や法の領域で とは異なったより一.・層 錯綜 した:集

団・,相 互作用が現われ,複 雑 な社会現象がひき出されよう45}。これが解明の

ためには,事 例詳査や社会踏査をふまえた特殊な社会調査が要請されることに

なる。人類が進化するにせよ,そ れは直線的ではなく不正や社会悪を伴 っての

こと・リェ.一メリンもいうように,社 会発展の負の部分として伝播 ・堆積する

貧困や犯罪,そ の他の社会的病理現象は政府行政統計 の網では捕捉困難なもの.

44)こ れ に関 して は.拙 著 「ドイ ツ社 会統 計方 法 論 史研 究 」 梓 出 版 社,1992年,第3章 以 降,を 参

照 され た い 。

45)し か も,社 会 現 象 で は 偶 然 の作 用 分 野 が よ り広 く,こ れ が社 会 生 旨 に 計算 や 予 測不 能 な もの,

不 合 理 な もの を ひ き出 し,よ り大 き な錯 綜 を もた ら す 。 こ う り ェー メ リ ンは 考 え て い る.G.

ROm曲11,Uebe良lenZufall,Redenv.A口 頭己碇ζFg.3,S.224∬.
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が多いからである。こうしたものをも含んだ社会現象の外延と内部関係双方に

経験的実証研究を施すためには,L}わ ゆる統計的研究と併行して実態調査によ

る経験的社会研究が不可欠となる。その場合,所 与の官庁統計の加工 ・利用に

終始するのではな く,主 体的な資料獲得活動をも織込んで,統 計方法は発見術

であ りまた記述機能を有し,さ らには事象の発生,経 過,結 末をも説明する研.

究方法 として,研 究の主役を演ずることになる。そこにはもはや補助的とい う

言葉は不用である。今世紀10年 代後半,社 会学者のF.テ ンニースによって社

会誌学的研究の必要と有効性が唱えられ出し,ド イツにおいて社.会学が公然 と

認められるようになるのはこうした理由による。リューメリンの文章の中には,

経験的社会研究や社会誌学 といった言葉はない。だが,そ の意図するところの

ものを実現させるためには,そ うした特殊な社会調査方法に支えられた社会研

究を後にひき出さずにはおかない4%

このようにみて くると,リ ューメリン統計理論とは19世紀60-80年 代,ケ ト

レー理論の影響を払拭 し,本 来の社会科学として再編される過程にあって,.採

るべき途を模索していた ドイツ社会統計学に確信をもって進むべき方向を提示

したものといえよう。そして,そ の理論はマイヤー理論登場の露払いの役割を

務め,か つ社会科学的統計学 ・実証研究を志向するその後の諸潮流が出てくる

源 ともなっていたのである。

46)リ ュー メ リ ンは19世 紀 後 半 ドイ ツで の 社 会 学 の 形 成 を,統 計 学=実 証 的社 会研 究 の側 面 か ら支

え た 人 物 と してE.エ ンゲ ル やA.マ イ ッ ェ ン と並 べ られ,後 のG,シ ー ナ ッパ ー ・ア ル ン トらに

よ る ドイ ツ に お け る経 験 的社 会 研 究 の 開 始 に影 響 を 与 え た と さ れ るoH.MauS,Geschlchteder

Soziologie,Hand&uchde?.&♪9'o拓8ゴ8,歴s3vonW.Ziegen幡s,1956.5.20-1,ZurVorg聡chichte

dd・mp面schenS。 。i・lf。rsch・n8,舐 漁 励 謝E,π 卿 ・・ん伽 諏 どα吻 血 ・&h・Sg.v。nx.

Kδn19,1962コS.22-3.
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